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一

教
育
的
措
置
（m

esu
res ed

u
ca
tiv
es

）
の
法
的
性
質

１

保
安
処
分
の
意
義

２

教
育
的
措
置
の
保
安
処
分
性

二

司
法
の
た
め
の
指
針
及
び
計
画
に
関
す
る
二
〇
〇
二
年
九
月
九
日
の
法
律

１

教
育
的
制
裁
（sa

n
ctio

n
s ed

u
ca
tiv
es

）
の
内
容

２

教
育
的
制
裁
の
法
的
性
質

結
論

少
年
の
成
長
発
達
権
と
保
護
処
分

序
論

保
安
処
分
の
多
様
化

本
稿
は
、
保
安
処
分
論
の
観
点
か
ら
、
少
年
に
対
す
る
保
護
処
分
な
い
し
は
教
育
的
措
置
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
も
の
で

あ
る
。

近
年
、
再
犯
予
防
の
た
め
の
監
視
強
化
策
が
さ
ま
ざ
ま
な
国
で
推
し
進
め
ら
れ
て
い
る１

）。
中
で
も
、
フ
ラ
ン
ス
は
、
再
犯
防
止
策
と
し
て
、

性
犯
罪
者
全
国
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、
社
会
内
司
法
監
督
、
司
法
監
視
の
他
、
保
安
監
置
及
び
精
神
障
害
を
理
由
と
す
る
刑
事
無
答
責
の
宣

告
に
関
す
る
二
〇
〇
八
年
二
月
二
五
日
の
法
律
（L

o
i n

2008
174 d

u 25 fev
rier 2008 rela

tiv
e a

la reten
tio
n d

e su
rete

et a
la

 
d
ecla

ra
tio
n d

’irresp
o
n
sa
b
ilite

p
en
a
le p

o
u
r ca

u
se d

e tro
u
b
le m

en
ta
l

）
に
よ
っ
て
、
保
安
監
置
及
び
保
安
監
視
ま
で
導
入
し
て

い
る２

）。
こ
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
近
時
の
保
安
処
分
立
法
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
多
様
な
保
安
処
分
が
創
設
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
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こ
れ
に
伴
い
、
保
安
処
分
概
念
の
検
証
作
業
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

他
方
、
保
安
処
分
論
と
の
関
連
で
問
題
と
な
り
う
る
の
が
、
少
年
に
対
す
る
教
育
的
措
置
で
あ
る
。
わ
が
国
で
、
一
般
的
に
、
少
年
法
上

の
保
護
処
分
が
保
安
処
分
な
い
し
は
保
安
的
措
置
の
一
種
と
解
さ
れ
て
い
る
の
と
同
様
、
フ
ラ
ン
ス
で
も
、
少
年
に
対
す
る
教
育
的
措
置

（m
esu

res ed
u
ca
tiv
es

）
を
保
安
処
分
（m

esu
re d

e su
rete

）
と
し
て
理
解
す
る
立
場
が
多
数
を
占
め
る
。

少
年
に
対
し
て
も
、
再
犯
防
止
策
と
し
て
、
監
視
強
化
の
波
が
押
し
寄
せ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
司
法
の
た
め
の
指
針
及
び
計

画
に
関
す
る
二
〇
〇
二
年
九
月
九
日
の
法
律
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
、
教
育
的
制
裁
（sa

n
ctio

n
s ed

u
ca
tiv
es

）
が
ま
さ
に
こ
れ
に
当
た

る３
）。

同
法
で
導
入
さ
れ
る
教
育
的
制
裁
は
、
教
育
的
措
置
と
刑
罰
の
中
間
的
性
質
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
、
具
体
的
に
は
、
没
収
、
犯
行
場

所
等
へ
の
立
入
禁
止
、
被
害
者
と
の
接
触
禁
止
、
共
犯
者
と
の
接
触
禁
止
、
賠
償
措
置
、
及
び
、
公
民
教
育
研
修
へ
の
参
加
を
指
す
。
こ
れ

ら
の
制
裁
は
、
一
〇
歳
以
上
の
少
年
に
対
し
て
適
用
可
能
で
、
注
目
す
べ
き
は
、
こ
れ
ま
で
教
育
的
措
置
の
対
象
に
し
か
な
ら
な
か
っ
た
、

一
〇
歳
以
上
一
三
歳
未
満
の
少
年
が
教
育
的
制
裁
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。

教
育
的
措
置
と
刑
罰
の
中
間
的
性
質
と
さ
れ
る
、
こ
の
教
育
的
制
裁
の
登
場
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
教
育
的
制
裁
と
保
安
処
分
・

刑
罰
の
異
同
が
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
、
改
め
て
教
育
的
措
置
の
法
的
性
質
が
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
上
記
二
〇
〇
二
年
法
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
、
教
育
的
制
裁
の
法
的
性
質
の
分
析
を
通
し
て
、
教
育
的
措
置
と
教

育
的
制
裁
の
異
同
、
両
者
の
保
安
処
分
性
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。

こ
の
検
討
を
踏
ま
え
、
保
安
処
分
の
本
来
的
性
質
で
あ
る
社
会
防
衛
的
側
面
と
少
年
に
対
す
る
措
置
の
教
育
的
側
面
が
両
立
し
う
る
の
か

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
そ
の
上
で
、
わ
が
国
に
お
け
る
保
護
処
分
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
再
検
討
す
る
こ
と
が
さ
し
あ
た
っ
て
の
本
稿
の

目
標
で
あ
る
。

ま
た
、
わ
が
国
で
展
開
さ
れ
る
保
安
処
分
論
は
、
刑
法
改
正
論
議
と
相
ま
っ
て
、
触
法
精
神
障
害
者
に
対
す
る
治
療
処
分
に
議
論
、
関
心

が
集
中
し
た
感
が
あ
る
。
そ
れ
故
、
よ
り
広
い
枠
組
み
で
保
安
処
分
論
そ
れ
自
体
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
電
子
監
視
等
の
あ
ら
た
な
保
安
処
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（79-４- ）941 3



分
の
導
入
可
能
性
等
を
吟
味
す
る
際
、
そ
の
基
礎
と
な
る
概
念
枠
組
み
を
構
築
す
る
意
味
で
も
、
き
わ
め
て
有
益
で
あ
ろ
う
。

以
下
で
は
、
ま
ず
、
わ
が
国
に
お
け
る
保
安
処
分
論
を
概
観
し
、
保
護
処
分
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
議
論
状
況
を
整
理
し
た
後
、
次
に
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
保
安
処
分
論
の
現
状
を
確
認
し
、
教
育
的
措
置
及
び
教
育
的
制
裁
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
以

上
の
考
察
を
踏
ま
え
た
上
で
、
近
時
、
注
目
さ
れ
て
い
る
少
年
の
成
長
発
達
権
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
少
年
に
対
す
る
保
護
処
分
の
問
題
に

改
め
て
検
討
を
加
え
る
。

Ⅰ

わ
が
国
に
お
け
る
議
論
状
況

一

保
安
処
分
論
の
展
開

１

保
安
処
分
の
意
義

わ
が
国
に
お
け
る
保
安
処
分
の
一
般
的
な
定
義
は
、
例
え
ば
、

保
安
処
分
と
は
、
行
為
者
の
も
つ
社
会
的
危
険
性
に
着
眼
し
、
そ
れ
に

対
す
る
社
会
的
保
安
を
は
か
る
と
と
も
に
、
併
せ
て
、
本
人
の
改
善
・
治
療
な
ど
を
目
的
と
す
る
国
家
的
処
分
で
あ
る４

）」
と
い
っ
た
も
の
で

あ
る
。
刑
罰
と
の
対
比
で
い
え
ば
、

刑
罰
が
本
質
的
に
犯
罪
に
対
す
る
応
報
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
保
安
処
分
は
社
会
防
衛
と
本
人
の
矯

正
・
教
育
を
目
的
と
す
る
処
分
で
あ
る
。
刑
罰
の
基
礎
は
責
任
で
あ
る
が
、
保
安
処
分
の
そ
れ
は
性
格
の
危
険
性
で
あ
る
。
刑
罰
は
犯
罪
を

必
然
的
に
前
提
と
す
る
が
、
保
安
処
分
は
端
的
に
危
険
な
性
格
に
着
眼
す
る５

）」
等
と
説
明
さ
れ
る６

）。

他
方
で
、

保
安
処
分
と
い
う
の
は
、
主
と
し
て
特
別
予
防
の
目
的
を
も
っ
て
設
け
ら
れ
た
、
刑
罰
以
外
の
刑
法
上
の
法
効
果
を
い
う
。

刑
罰
は
責
任
に
相
応
す
る
応
報
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
特
別
予
防
と
い
う
観
点
か
ら
み
た
場
合
、
刑
罰
に
は
そ
の
本
質
の
面
か
ら
す
る
制
約

が
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
補
充
す
る
も
の
と
し
て
考
案
さ
れ
た
の
が
保
安
処
分
で
あ
る
」
と
し
て
、
保
安
処
分
を
刑
事
処
分
に
限
定
す
る
論
者

論 説
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も
い
る７

）。

ま
た
、
保
安
処
分
の
本
来
的
特
徴
と
し
て
、
保
安
処
分
が
対
象
者
の
将
来
の
危
険
性
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
以
上
、
犯
罪
な
い
し
違
法
行

為
の
存
在
は
不
要
で
、
保
安
処
分
の
期
間
も
不
定
期
と
す
べ
き
等
の
主
張
も
あ
る
。
即
ち
、

保
安
処
分
は
、
危
険
な
行
為
者
か
ら
社
会
を

防
衛
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
行
為
者
を
治
療
・
改
善
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
し
て
、
保
安
処
分
は
、
も
っ
ぱ
ら
行
為
者
の
も
つ
社
会

的
危
険
性
に
着
目
し
て
科
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
行
為
が
犯
罪
に
あ
た
る
こ
と
は
必
ず
し
も
必
要
で
な
い
。
ま
た
、
保
安
処
分
は
、
行
為

者
の
危
険
性
が
消
滅
す
る
ま
で
継
続
さ
せ
る
の
が
理
想
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
は
、
必
然
的
に
不
定
期
的
な
も
の
が
予
想
さ
れ
る
。
な
お
、

刑
罰
の
よ
う
に
過
去
の
犯
罪
を
前
提
に
す
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
現
在
お
よ
び
将
来
に
お
け
る
行
為
者
の
危
険
性
へ
の
対
応
が
考
慮

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
保
安
処
分
に
関
す
る
法
規
の
不
遡
及
の
原
則
は
行
わ
れ
ず
、
か
え
っ
て
、
一
般
に
、
そ
の
遡
及
適
用
が
認

め
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
、
制
度
の
合
目
的
性
・
合
理
性
が
追
求
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と８

）。

保
安
処
分
は
、
一
般
的
に
、
次
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
る
。

即
ち
、
対
人
的
保
安
処
分
の
内
、
対
象
者
の
自
由
剥
奪
を
伴
う
も
の
を
狭
義
の
保
安
処
分
、
自
由
制
限
に
と
ど
ま
る
も
の
も
含
め
た
も
の

を
広
義
の
保
安
処
分
と
し
、
こ
れ
に
対
物
的
保
安
処
分
を
加
え
た
も
の
を
最
広
義
の
保
安
処
分
と
す
る
立
場
が
多
数
で
あ
る９

）。

具
体
的
に
は
、
被
処
分
者
の
自
由
剥
奪
を
伴
う
保
安
処
分
（
狭
義
の
保
安
処
分
）
の
例
と
し
て
、
責
任
無
能
力
者
・
限
定
責
任
能
力
者
の

治
療
・
看
護
施
設
へ
の
収
容
、
酒
癖
者
・
麻
薬
常
習
者
等
の
治
療
・
禁
絶
施
設
へ
の
収
容
、
労
働
嫌
忌
者
、
乞
食
・
浮
浪
者
等
の
労
働
施
設

へ
の
収
容
、
危
険
な
常
習
犯
人
の
保
安
監
置
、
精
神
病
質
者
の
社
会
治
療
施
設
へ
の
収
容
等
、
被
処
分
者
の
自
由
剥
奪
を
伴
わ
な
い
処
分

（
広
義
の
保
安
処
分
）
の
例
と
し
て
、
職
業
の
禁
止
、
居
住
の
制
限
・
禁
止
、
外
国
人
の
国
外
追
放
、
保
護
観
察
、
行
状
監
督
、
善
行
保
証
、

飲
酒
店
立
入
禁
止
、
運
転
免
許
の
取
消
等
、
ま
た
、
対
物
的
保
安
処
分
（
最
広
義
の
保
安
処
分
）
の
例
と
し
て
、
没
収
、
営
業
所
閉
鎖
、
法

人
の
解
散
ま
た
は
業
務
停
止
等
が
そ
れ
ぞ
れ
挙
げ
ら
れ
る10

）。

保
安
処
分
が
必
要
と
さ
れ
る
理
由
に
つ
い
て
、
一
九
世
紀
後
半
、
犯
罪
特
に
累
犯
の
激
増
、
少
年
犯
罪
の
増
加
及
び
行
刑
制
度
の
不
備
等

（79-４- ）943 5
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が
顕
在
化
し
、
従
来
の
刑
罰
概
念
の
無
力
さ
が
実
感
さ
れ
た
こ
と
が
一
つ
の
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
と
い
え
る11

）。

よ
り
理
論
的
に
考
え
る
な
ら
ば
、
保
安
処
分
の
必
要
性
は
、
社
会
的
に
危
険
な
精
神
障
害
者
等
に
対
し
て
刑
罰
で
対
処
す
る
こ
と
に
は
限

界
が
あ
る
こ
と
を
主
な
根
拠
と
し
て
い
る12

）。
例
え
ば
、

精
神
に
障
害
が
あ
る
者
や
精
神
的
発
育
の
未
熟
な
者
で
社
会
的
に
き
わ
め
て
危
険

な
行
為
を
な
す
者
も
あ
り
、
社
会
の
安
全
を
保
護
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
の
者
の
危
険
行
為
を
放
置
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
ま
た
、

刑
罰
は
、
過
去
の
行
為
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
将
来
、
社
会
が
侵
害
さ
れ
る
危
険
が
き
わ
め
て
大
き
な
事
態
が
現
実
に
発
生
し
て
い

て
も
、
こ
れ
を
防
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、
刑
罰
を
科
す
る
こ
と
が
可
能
な
者
に
対
し
て
も
、
刑
罰
よ
り
は
む
し
ろ
別
の
改

善
・
矯
正
の
処
置
を
し
た
ほ
う
が
適
当
な
こ
と
も
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
、
刑
罰
を
補
充
し
こ
れ
に
協
力
す
る
手
段
が
必
要
と
な
る
。
こ
れ
が
、

保
安
処
分
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る13

）」
と
説
明
さ
れ
る
。

保
安
処
分
の
導
入
に
つ
い
て
も
、
学
説
に
は
こ
れ
に
好
意
的
な
論
調
の
も
の
が
散
見
さ
れ
る
。
新
派
（
近
代
学
派
）
の
支
持
者14

）は
い
う
ま

で
も
な
く
、
旧
派
（
古
典
学
派
）
の
立
場
か
ら
も
保
安
処
分
の
導
入
に
積
極
的
な
姿
勢
が
示
さ
れ
て
い
る
。

刑
事
責
任
を
み
と
め
る
こ
と

が
で
き
な
い
者
で
社
会
的
に
危
険
な
も
の
を
放
置
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
処
罰
の
可
能
な
者
で
む
し
ろ
刑
罰
に
代
え
て
｜
あ
る
ば

あ
い
に
は
刑
罰
と
あ
わ
せ
て
｜
保
安
処
分
に
よ
る
こ
と
を
適
当
と
す
る
も
の
が
あ
り
、
ま
た
刑
罰
制
度
の
機
能
を
補
充
す
る
た
め
に
保
安
処

分
的
な
も
の
を
必
要
と
す
る
ば
あ
い
が
あ
る
。
保
安
処
分
に
関
す
る
法
制
の
整
備
は
ぜ
ひ
必
要
で
あ
る15

）」
と
の
主
張
が
そ
れ
で
あ
る16

）。

も
っ
と
も
、
保
安
処
分
の
問
題
点
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
犯
罪
的
危
険
性
の
予
測
困
難
性
が
挙
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、

犯

罪
危
険
者
を
拘
禁
し
隔
離
す
る
こ
と
が
、
犯
罪
防
止
の
た
め
の
確
実
な
方
法
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
を
理
由
に
保
安
処

分
が
正
当
化
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
犯
罪
予
測
が
不
確
実
、
か
つ
不
安
定
で
あ
り
、
対
象
者
の
選
定
を
誤
っ
た
り
、
対
象
者

を
い
た
ず
ら
に
拡
大
す
る
お
そ
れ
が
大
き
い
こ
と
、
収
容
者
に
対
す
る
働
き
か
け
の
な
い
ま
ま
拘
禁
が
無
限
に
継
続
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る

こ
と
な
ど
、
か
え
っ
て
逆
に
市
民
的
安
全
が
侵
害
さ
れ
る
危
険
す
ら
生
じ
る
の
で
あ
る
。
保
安
上
の
必
要
だ
け
で
強
制
処
分
が
正
当
化
さ
れ

う
る
の
は
、
市
民
の
生
命
、
身
体
等
に
対
し
『
明
白
に
し
て
現
在
の
危
険
』
が
生
じ
た
と
き
に
限
ら
れ
る
で
あ
ろ
う17

）」
と
す
る
主
張
が
見
ら
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れ
る
。
ま
た
、
危
険
性
判
断
に
当
た
っ
て
、

保
安
處
分
に
お
い
て
は
、
犯
人
の
將
來
の
危
險
性
が
認
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
危
險
性
と

は
犯
罪
に
よ
り
又
は
犯
罪
を
繰
返
す
こ
と
に
よ
つ
て
法
律
秩
序
を
侵
害
す
る
可
能
性
あ
る
性
格
を
い
う
。
し
か
し
、
か
か
る
性
格
は
抽
象
的

に
認
定
さ
れ
る
の
で
は
足
ら
ず
、
客

的
條
件
に
よ
つ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
特
定
の
行
爲
に
よ
つ
て
示
さ
れ

た
危
險
性
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
常
に
行
爲
以
後
の
危
險
性
で
あ
る
べ
き
で
あ
る18

）」
と
の
指
摘
も
あ
る
。

２

保
安
処
分
論
の
系
譜

⒜

法
律

現
行
法
で
は
、
売
春
防
止
法
（
一
九
五
六
年
）
が
、
売
春
の
勧
誘
等
の
罪
を
犯
し
た
成
人
女
子
に
対
す
る
補
導
処
分
を
定
め
て
い
る
（
同

法
第
一
七
条
）。
更
生
保
護
法
（
二
〇
〇
七
年
）
上
の
保
護
観
察
（
同
法
第
四
八
条
）
や
更
生
緊
急
保
護
（
同
法
第
八
五
条
）
も
広
い
意
味

で
保
安
処
分
と
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
り
、
保
安
処
分
性
が
争
わ
れ
て
い
る
現
行
法
上
の
措
置
と
し
て
は
、
精
神
保
健
福
祉
法
（
一
九
五
〇

年
）
上
の
措
置
入
院
（
同
法
第
二
九
条
）
や
心
神
喪
失
者
等
医
療
観
察
法
（
二
〇
〇
三
年
）
上
の
指
定
入
院
（
同
法
第
四
二
条
）
等
も
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
る
。
対
物
的
保
安
処
分
と
し
て
、
没
収
（
刑
法
第
一
九
条
等
）
を
含
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る19

）。

か
つ
て
は
、
思
想
犯
保
護
観
察
法
（
一
九
三
六
年
）
第
一
条20

）が
治
安
維
持
法
違
反
の
者
に
対
す
る
保
護
観
察
を
定
め
、
治
安
維
持
法
（
一

九
四
一
年
改
正
）
第
三
九
条21

）が
予
防
拘
禁
を
規
定
し
て
い
た
。

少
年
に
対
す
る
措
置
に
関
し
て
は
、
後
述
の
通
り
、
大
正
少
年
法
が
九
種
の
保
護
処
分
を
規
定
し
（
同
法
第
四
条
）、
現
行
少
年
法
は
、

三
種
類
の
保
護
処
分
を
定
め
て
い
る
（
同
法
第
二
四
条
）。

な
お
、
旧
刑
法
（
一
八
八
〇
年
）
が
既
に
、
少
年
及
び

唖
者
に
対
す
る
懲
治
場
留
置
を
設
け
て
い
た
（
同
法
第
七
九
条22

）、
第
八
〇
条23

）及

び
第
八
二
条24

））
こ
と
に
も
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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⒝

草
案

刑
法
改
正
を
め
ぐ
る
草
案
に
現
れ
た
保
安
処
分
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
。

ま
ず
、
刑
法
改
正
予
備
草
案
（
一
九
二
五
年
）
で
は
、
九
八
条25

）以
下
で
、
精
神
障
害
者
や

唖
者
に
対
す
る
収
容
処
分
で
あ
る
予
防
監
護26

）、

飲
酒
癖
を
有
す
る
者
に
対
す
る
収
容
処
分
で
あ
る
酒
癖
矯
正27

）、
浮
浪
者
ま
た
は
労
働
嫌
忌
者
に
対
す
る
収
容
処
分
で
あ
る
労
働
留
置28

）、
及
び
、

懲
役
刑
終
了
後
な
お
放
火
、
殺
人
、
強
盗
を
実
行
す
る
危
険
を
有
す
る
者
に
対
す
る
収
容
処
分
で
あ
る
予
防
拘
禁29

）が
規
定
さ
れ
た
。

つ
づ
く
改
正
刑
法
仮
案
（
一
九
四
〇
年
）
で
は
、
第
一
二
六
条30

）以
下
で
、
監
護
処
分31

）、
矯
正
処
分32

）、
労
作
処
分33

）、
及
び
、
予
防
処
分34

）が
規

定
さ
れ
、
矯
正
処
分
の
対
象
が
飲
酒
ま
た
は
薬
物
使
用
癖
を
有
す
る
者
に
拡
大
さ
れ
た
点
を
除
い
て
、
基
本
的
に
、
刑
法
改
正
予
備
草
案
の

規
定
が
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

戦
後
に
出
さ
れ
た
改
正
刑
法
準
備
草
案
（
一
九
六
一
年
）
で
は
、
第
一
〇
九
条35

）以
下
で
、
精
神
障
害
者
に
対
す
る
治
療
処
分36

）、
及
び
、
薬

物
中
毒
者
に
対
す
る
禁
断
処
分37

）の
二
つ
の
み
を
規
定
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
な
お
、
禁
断
処
分
の
対
象
薬
物
に
覚
せ
い
剤
が
付
け
加
わ
っ
て

い
る
。

そ
の
後
、
改
正
刑
法
草
案
（
一
九
七
二
年
）
で
も
、
第
一
〇
一
条38

）以
下
で
、
改
正
刑
法
準
備
草
案
と
同
様
、
治
療
処
分39

）と
禁
絶
処
分40

）の
み

が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

改
正
刑
法
準
備
草
案
以
来
、
精
神
障
害
者
に
対
す
る
治
療
処
分
と
薬
物
中
毒
者
に
対
す
る
禁
断
（
禁
絶
）
処
分
に
対
象
が
絞
り
込
ま
れ
た

こ
と
か
ら
、
わ
が
国
に
お
け
る
保
安
処
分
論
も
基
本
的
に
こ
の
二
つ
の
処
分
を
中
心
に
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
は
、
刑
法
改

正
論
議
に
お
い
て
、
精
神
障
害
者
に
対
す
る
治
療
処
分
を
め
ぐ
っ
て
、
精
神
医
療
界
か
ら
反
対
声
明
が
提
出
さ
れ
た
り
、
対
案
グ
ル
ー
プ
に

よ
っ
て
対
案
が
作
成
さ
れ
た
り
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
わ
が
国
の
保
安
処
分
論
の
中
心
は
、
触
法
精
神
障
害
者
に
対
す
る
治
療
処
分
が
占
め

る
よ
う
に
な
る41

）。
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二

保
護
処
分
の
法
的
性
質

１

保
護
処
分
の
種
類

大
正
少
年
法
（
大
正
一
一
（
一
九
二
二
）
年
法
律
第
四
二
号
）
は
、
第
四
条
で
次
の
よ
う
な
保
護
処
分
を
規
定
し
て
い
た
。
即
ち
、

刑

罰
法
令
ニ

ル
ル
行
爲
ヲ
爲
シ
又
ハ
刑
罰
法
令
ニ

ル
ル
行
爲
ヲ
爲
ス
虞
ア
ル
少
年
ニ
對
シ
テ
ハ
左
ノ
處
分
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得

一

訓
誡

ヲ
加
フ
ル
コ
ト

二

學
校
長
ノ
訓
誡
ニ
委
ス
ル
コ
ト

三

書
面
ヲ
以
テ
改
心
ノ
誓
約
ヲ
爲
サ
シ
ム
ル
コ
ト

四

條
件
ヲ
附
シ
テ
保
護
者

ニ
引
渡
ス
コ
ト

五

寺
院
、
教
會
、
保
護
團
體
又
ハ
適
當
ナ
ル
者
ニ
委
託
ス
ル
コ
ト

六

少
年
保
護
司
ノ

察
ニ
付
ス
ル
コ
ト

七

感

化
院
ニ
送
致
ス
ル
コ
ト

八

矯
正
院
ニ
送
致
ス
ル
コ
ト

九

病
院
ニ
送
致
又
ハ
委
託
ス
ル
コ
ト

前
項
各
號
ノ
處
分
ハ
適
宜
併
セ
テ
之
ヲ

爲
ス
コ
ト
ヲ
得42

）」。

こ
れ
に
対
し
て
、
現
行
少
年
法
は
、
第
二
四
条
（
保
護
処
分
の
決
定
）
で
、

①
家
庭
裁
判
所
は
、
前
条
の
場
合
（
審
判
開
始
後
保
護
処

分
に
付
し
な
い
場
合
）
を
除
い
て
、
審
判
を
開
始
し
た
事
件
に
つ
き
、
決
定
を
も
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
保
護
処
分
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
決
定
の
時
に
一
四
歳
に
満
た
な
い
少
年
に
係
る
事
件
に
つ
い
て
は
、
特
に
必
要
と
認
め
る
場
合
に
限
り
、
第
三
号
の
保
護
処
分
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
、
保
護
観
察
所
の
保
護
観
察
に
付
す
る
こ
と
。

二
、
児
童
自
立
支
援
施
設
又
は
児
童
養
護
施
設
に
送
致
す
る
こ

と
。
三
、
少
年
院
に
送
致
す
る
こ
と
。」
と
し
て
、
三
種
類
の
保
護
処
分
を
規
定
す
る
。

ち
な
み
に
、
旧
少
年
法
上
の
保
護
処
分
の
内
、
い
わ
ゆ
る
「
一
時
的
保
護
」
の
形
態
を
取
る
も
の
は
、
現
在
、
試
験
観
察
・
補
導
委
託

（
第
二
五
条
）、
不
開
始
・
不
処
分
（
第
一
九
条
第
一
項
・
第
二
三
条
第
二
項
）
の
際
の
保
護
的
措
置
と
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る43

）。

現
行
少
年
法
の
定
め
る
保
護
処
分
は
そ
れ
が
課
さ
れ
る
対
象
ご
と
に
異
な
る
性
質
を
持
ち
う
る
。

ま
ず
、
犯
罪
少
年
の
場
合
、
刑
事
処
分
が
可
能
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
保
護
処
分
が
課
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
保
護
処
分
は

刑
罰
代
替
的
性
質
を
有
す
る
と
い
え
る44

）。
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次
に
、
触
法
少
年
及
び
虞
犯
少
年
の
場
合
、
本
来
刑
罰
を
科
し
え
な
い
領
域
に
保
護
処
分
が
新
た
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の

内
、
虞
犯
少
年
に
つ
い
て
は
、

全
く
犯
罪
行
為
を
前
提
と
せ
ず
、
将
来
に
お
け
る
犯
行
の
お
そ
れ
を
理
由
と
し
て
、
強
制
的
矯
正
の
性
格

の
強
い
少
年
院
送
致
に
付
す
こ
と
に
問
題
は
な
い
か
と
い
う
点
が
問
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
」
と
さ
れ
、
保
護
処
分
の
背
後
に
「
社
会
保
全
の

利
益
が
予
定
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
実
質
的
に
『
保
安
』
処
分
の
性
格
を
担
わ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
」
と
さ
れ
る45

）。

２

保
護
処
分
の
保
安
処
分
性

通
説
的
見
解
は
、
保
護
処
分
を
保
安
処
分
な
い
し
は
保
安
的
措
置
の
一
種
と
解
し
て
い
る
。
し
か
し
、
保
護
処
分
に
保
安
処
分
性
を
認
め

る
論
者
の
中
に
も
、
か
な
り
程
度
差
が
あ
る
。

ま
ず
、
端
的
に
保
護
処
分
の
保
安
処
分
性
を
強
調
す
る
も
の
と
し
て
、

温
情
的
保
護
主
義
と
か
教
育
的
・
保
護
的
機
能
と
か
愛
の
法
律

と
か
を
極
度
に
ふ
り
か
ざ
す
こ
と
は
感
心
し
な
い
。
愛
と
正
義
と
の
調
和
、
教
育
的
・
保
護
的
機
能
と
司
法
的
機
能
と
の
調
和
、
司
法
と
行

政
と
の
関
係
の
調
整
を
も
と
め
て
処
遇
を
お
こ
な
う
べ
き
だ
。
保
護
主
義
に
し
て
も
教
育
的
機
能
に
し
て
も
、
犯
罪
の
防
止
、
非
行
の
防
止

と
い
う
至
上
命
題
の
な
か
で
、
法
秩
序
維
持
と
い
う
お
お
き
な
わ
く
の
な
か
で
は
じ
め
て
、
意
味
を
も
つ46

）」
と
の
主
張
が
あ
る47

）。

次
に
、
保
護
処
分
の
保
安
処
分
性
を
肯
定
し
つ
つ
も
、
基
本
的
に
は
少
年
の
保
護
・
育
成
に
力
点
を
置
く
も
の
と
し
て
、

少
年
法
に
お

け
る
保
護
処
分
は
、
少
年
の
保
護
・
育
成
を
中
核
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
刑
罰
よ
り
も
少
年
の
健
全
育
成
・
保
護
を
優
先
さ
せ
る
と
い
う
思

想
を
基
礎
と
す
る
（
保
護
処
分
優
先
主
義
）。
教
育
と
福
祉
の
要
請
が
背
景
に
あ
り
、
刑
罰
を
回
避
す
る
点
に
そ
の
主
眼
が
あ
る
。
…
…
そ

の
意
味
で
、
成
人
に
対
す
る
保
安
処
分
と
は
、
性
格
が
異
な
る
。
触
法
少
年
、
と
く
に
虞
犯
少
年
に
つ
い
て
は
、
本
来
、
犯
罪
行
為
と
し
て

刑
罰
を
科
し
え
な
い
も
の
を
保
護
処
分
に
付
す
る
と
い
う
意
味
を
も
ち
、
福
祉
的
性
格
と
と
も
に
『
保
安
』
的
性
格
を
も
も
つ
点
に
注
意
す

る
必
要
が
あ
る48

）」
と
の
見
解
が
あ
る49

）。

さ
ら
に
、

わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で
論
じ
よ
う
と
す
る
保
護
処
分
は
、
も
と
よ
り
社
会
を
保
護
す
る
た
め
の
も
の
と
い
う
面
は
あ
る
が
、
そ
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れ
よ
り
も
む
し
ろ
、
行
為
者
を
保
護
す
る
た
め
の
処
分
と
い
う
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
少
年
に
対
す
る
保
護
処
分
は
周
知
の
よ
う
に
国

親
（p

a
ren

s p
a
tria

e

）
思
想
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
国
親
の
立
場
か
ら
第
一
次
的
に
少
年
を
保
護
し
、
あ
わ
せ
て
第

二
次
的
に
社
会
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
処
分
と
い
う
意
味
合
い
を
も
つ
も
の
と
い
え
よ
う50

）」
と
述
べ
て
、
少
年
の
保
護
が
第
一
義

的
な
目
的
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
も
の
も
あ
る51

）。

こ
れ
に
対
し
て
、
保
護
処
分
の
保
安
処
分
性
を
否
定
す
る
見
解
も
一
部
で
主
張
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

保
護
処
分
は
、
ド
イ
ツ
法
的

な
立
場
か
ら
保
安
処
分
の
一
種
と
解
さ
れ
て
お
り
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
そ
れ
が
通
説
と
な
っ
て
い
た
。
た
し
か
に
、
保
護
処
分
も
、
自
由

を
剥
奪
・
制
限
し
な
が
ら
本
人
の
改
善
・
更
生
を
図
り
、
社
会
防
衛
の
効
果
を
期
待
す
る
点
、
ま
た
、
処
遇
期
間
の
不
定
期
的
性
質
の
点
な

ど
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
保
安
処
分
の
枠
組
み
に
入
る
よ
う
に
も
み
え
る
。
し
か
し
、
保
護
処
分
は
、
少
年
の
保
護
｜
要
保
護
性
を
中
核
と
す

る
も
の
で
あ
り
、
社
会
防
衛
で
は
な
く
て
、
少
年
を
成
人
の
刑
罰
な
い
し
社
会
か
ら
守
る
と
い
う
少
年
防
衛
の
思
想
に
由
来
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
例
え
ば
、
犯
罪
少
年
が
い
っ
た
ん
保
護
処
分
に
付
さ
れ
た
以
上
は
、
い
わ
ゆ
る
一
事
不
再
理
の
効
力
が
認
め
ら
れ
（
少
四
六

条
）、
後
に
刑
罰
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
少
年
に
つ
い
て
は
保
護
処
分
優
先
主
義
が
採
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
保
護
処
分

は
、
以
下
の
点
で
保
安
処
分
と
異
な
る
。
第
一
に
、
保
安
処
分
も
保
護
処
分
も
社
会
的
危
険
性
を
基
礎
に
す
る
が
、
前
者
は
保
安
的
要
請
、

後
者
は
福
祉
的
要
請
に
基
づ
い
て
い
る
。
第
二
に
、
保
安
処
分
は
刑
罰
の
補
充
・
代
替
手
段
で
あ
る
の
に
対
し
、
保
護
処
分
は
刑
罰
に
よ
る

責
任
追
及
を
回
避
す
る
と
こ
ろ
に
成
り
立
つ
。
第
三
に
、
保
安
処
分
は
、
も
っ
ぱ
ら
社
会
的
危
険
性
の
除
去
を
目
的
と
し
て
加
え
ら
れ
る
の

に
対
し
、
保
護
処
分
は
少
年
の
健
全
育
成
の
見
地
か
ら
必
要
な
保
護
が
加
え
ら
れ
る52

）」
と
す
る
も
の
や
、

保
護
処
分
と
保
安
処
分
と
は
明

瞭
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
一
口
で
言
え
ば
、
保
安
処
分
は
刑
罰
を
前
提
と
し
こ
れ
を
『
補
充
』
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、

保
護
処
分
は
刑
罰
を
『
回
避
』
す
る
も
の
と
し
て
考
究
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
保
安
処
分
で
は
、
刑
罰
適
応
能
力
（
刑
罰
に
よ
る
改
善

可
能
性
）
の
な
い
者
に
も
、
責
任
が
あ
れ
ば
刑
罰
を
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
て
ま
え
で
あ
る
の
に
対
し
、
保
護
処
分
で
は
、
刑
罰
適

応
能
力
の
あ
る
少
年
に
も
健
全
育
成
の
た
め
の
一
手
段
と
し
て
保
護
処
分
が
用
い
ら
れ
る
た
て
ま
え
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
刑
罰
に
よ
る
危
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険
性
除
去
の
期
待
で
き
な
い
場
合
に
刑
罰
を
回
避
す
る
の
で
は
な
く
、
刑
罰
の
こ
の
特
別
予
防
効
果
を
補
う
た
め
に
保
安
処
分
が
加
え
ら
れ

る
。
一
方
、
刑
罰
に
よ
る
少
年
の
危
険
性
除
去
が
期
待
で
き
て
も
、
刑
罰
が
少
年
の
健
全
育
成
に
マ
イ
ナ
ス
で
あ
れ
ば
刑
罰
の
適
用
は
回
避

さ
れ
、
不
開
始
・
不
処
分
・
保
護
処
分
等
一
連
の
保
護
的
措
置
が
加
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
と
す
る
見
解
が
そ
れ
で
あ
る53

）。

こ
こ
で
、
そ
も
そ
も
少
年
に
対
す
る
保
護
処
分
が
保
安
処
分
と
さ
れ
る
契
機
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。

上
述
の
通
り
、
責
任
無
能
力
者
ま
た
は
限
定
責
任
能
力
者
に
対
し
て
、
刑
罰
に
よ
っ
て
対
処
す
る
こ
と
の
限
界
が
一
つ
の
契
機
で
あ
る
こ

と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う54

）。

ま
た
、
歴
史
的
発
展
過
程
か
ら
見
て
、
新
派
（
近
代
学
派
）
の
論
者
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
少
年
に
対
す
る
措
置
が
保
安
処
分
の
先
駆
け

と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
う
る
こ
と
と
も
無
縁
で
は
な
か
ろ
う
。
刑
と
保
安
処
分
の
一
元
化
を
志
向
す
る
新
派
（
近
代
学
派
）
か
ら
す
れ
ば
、

刑
と
保
安
処
分
と
の
一
体
化
と
い
う
こ
と
は
、
二
十
世
紀
刑
法
典
の
特
色
で
あ
る
し
、
進
ん
で
、
刑
と
保
安
処
分
と
の
一
元
化
と
い
う
こ

と
は
、
二
十
世
紀
刑
法
論
の
特
色
で
あ
る
。
…
…
刑
法
は
、
少
年
法
に
依
っ
て
、
ま
ず
、
保
安
処
分
に
依
る
発
展
の
第
一
歩
を
示
し
た
も
の

と
い
う
こ
と
を
得
よ
う
。
こ
れ
は
、
刑
法
が
保
安
処
分
に
因
り
侵
蝕
を
受
け
る
第
一
の
そ
う
し
て
最
も
顕
著
な
現
象
で
あ
る55

）」
と
し
、

犯

罪
に
對
す
る
に
刑
罰
を
も
つ
て
す
る

純
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
少
年
に
お
い
て
ま
ず
く
ず
れ
て
い
つ
た56

）」
と
主
張
す
る
の
は
あ
る
意
味
で
当

然
と
も
い
え
る57

）。

し
か
し
、
少
年
に
対
す
る
保
護
処
分
の
保
安
処
分
性
を
検
討
す
る
に
際
し
て
は
、
少
年
の
要
保
護
性
と
犯
罪
的
危
険
性
の
関
係
を
い
か
に

解
す
る
か
が
重
要
と
な
っ
て
く
る
。
犯
罪
的
危
険
性
を
要
保
護
性
の
一
要
素
と
解
す
る
場
合
、
犯
罪
的
危
険
性
に
は
強
制
的
介
入
の
上
限
を

画
す
る
要
素
と
し
て
機
能
す
る
と
い
う
側
面
も
あ
れ
ば
、
逆
に
、
保
護
処
分
の
保
安
処
分
化
を
促
進
す
る
と
い
う
側
面
も
あ
る
で
あ
ろ
う58

）。

そ
の
意
味
で
も
、
危
険
性
と
要
保
護
性
の
安
易
な
読
み
替
え
は
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い59

）。

少
年
に
対
す
る
保
護
処
分
の
法
的
性
質
を
検
討
す
る
に
当
た
っ
て
、
看
過
で
き
な
い
の
が
少
年
の
権
利
の
拡
充
に
向
け
た
国
際
的
動
向
で

あ
る
。
わ
が
国
で
も
、
国
連
子
ど
も
の
権
利
条
約
（
一
九
八
九
年
）
の
批
准
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
近
時
、
子
ど
も
の
成
長
発
達
権
か
ら
新
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た
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
試
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た60

）。

例
え
ば
、

子
ど
も
の
成
長
発
達
権
と
は
、『
い
ま
ま
さ
に
成
長
発
達
の
途
上
に
あ
る
人
格
が
そ
の
ま
ま
で
認
め
ら
れ
、
将
来
成
人
し
て
完

全
な
自
己
決
定
主
体
と
な
る
こ
と
が
援
助
・
保
障
さ
れ
る
権
利
』
で
あ
る
」
と
し
た
上
で
、

少
年
司
法
に
お
け
る
保
護
主
義
と
は
、
関
係

論
的
成
長
発
達
権
が
侵
害
さ
れ
た
状
態
か
ら
の
回
復
と
定
義
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
主
張61

）や
、

子
ど
も
の
発
達
を
そ
の
主

体
、
す
な
わ
ち
子
ど
も
に
即
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
ま
ず
重
要
に
な
る
。
発
達
は
子
ど
も
じ
し
ん
が
遂
げ
て
い
く
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
子

ど
も
は
発
達
す
る
力
を
本
来
も
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
を
無
視
し
て
、
大
人
の
側
だ
け
の
発
想
で
発
達
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
も
、

子
ど
も
か
ら
結
果
的
に
発
達
を
奪
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
発
達
は
子
ど
も
じ
し
ん
の
力
だ
け
に
よ
っ
て
は
達
成
す
る
こ
と

は
で
き
ず
、
国
家
や
社
会
の
援
助
が
必
要
で
あ
る
。
た
だ
し
、
子
ど
も
を
発
達
の
主
体
と
し
て
位
置
づ
け
た
上
で
、
そ
の
意
見
を
よ
く
聴
き

な
が
ら
（
子
ど
も
の
側
か
ら
い
え
ば
、
意
見
表
明
の
権
利
を
保
障
さ
れ
た
上
で
）
、
国
や
社
会
が
子
ど
も
に
対
し
て
与
え
る
保
護
と
の
調
和

を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
大
事
で
あ
る
。
そ
う
で
な
い
と
、
発
達
は
権
利
主
体
以
外
の
都
合
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
り
、
奪
わ
れ
た
り
、
あ
る

い
は
、
発
達
の
侵
害
状
態
が
放
置
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
う
」
と
す
る
主
張62

）が
こ
れ
に
当
た
る
。

こ
の
侵
害
さ
れ
た
成
長
発
達
権
の
回
復
と
い
う
視
点
が
、
少
年
に
対
す
る
保
護
処
分
の
法
的
性
質
の
議
論
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
も
た
ら

す
の
か
精
査
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
保
安
処
分
論
、
教
育
的
措
置
な
い
し
教
育
的
制
裁
を
め
ぐ
る
議
論
に
検

討
を
加
え
た
後
、
改
め
て
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。

１
）

わ
が
国
で
、
近
時
注
目
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
刑
の
一
部
執
行
猶
予
制
度
の
創
設
を
め
ぐ
る
一
連
の
動
向
が
あ
る
。
同
制
度
は
一
見
す
る
と
、
刑
の

個
別
化
を
促
進
す
る
も
の
と
し
て
、
好
意
的
に
受
け
止
め
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
他
方
で
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
監
視
期
間
の
長
期
化
を
も
た
ら
し
う
る
も

の
で
あ
り
、
監
視
強
化
の
危
険
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
わ
が
国
に
お
け
る
刑
の
一
部
執
行
猶
予
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
井
上
宜
裕
「
刑
の
一
部

執
行
猶
予
｜
制
度
概
要
と
そ
の
問
題
点
｜
」
刑
事
立
法
研
究
会
編
『
非
拘
禁
的
措
置
と
社
会
内
処
遇
の
課
題
と
展
望
』

二
〇
一
二
年
・
現
代
人
文
社
）
一

五
五

一
七
六
頁
参
照
。
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２
）

保
安
監
置
及
び
精
神
障
害
を
理
由
と
す
る
刑
事
無
答
責
の
宣
告
に
関
す
る
二
〇
〇
八
年
二
月
二
五
日
の
法
律
に
つ
い
て
は
、
井
上
宜
裕
「
保
安
監
置

及
び
精
神
障
害
を
理
由
と
す
る
刑
事
無
答
責
の
宣
告
に
関
す
る
二
〇
〇
八
年
二
月
二
五
日
の
法
律
（L

o
i n

2008
174

）
に
つ
い
て
」
法
政
研
究
七
七
巻

四
号
（
二
〇
一
一
年
）
八
三
一
頁
以
下
、
及
び
、
末
道
康
之
『
フ
ラ
ン
ス
刑
法
の
現
状
と
欧
州
刑
法
の
展
望
』

二
〇
一
二
年
・
成
文
堂
）
一
八
六
頁
以
下

等
参
照
。

３
）

わ
が
国
で
は
、
目
下
、
少
年
非
行
へ
の
対
応
策
の
一
つ
と
し
て
、
少
年
に
適
用
可
能
な
刑
罰
の
引
き
上
げ
が
法
制
審
議
会
で
論
議
さ
れ
て
い
る

（h
ttp
: //w

w
w
.m
o
j.g
o
.jp
/sh

in
g
i1 /sh

in
g
i06100034.h

tm
l

（
Ｕ
Ｒ
Ｌ
は
二
〇
一
二
年
一
一
月
五
日
現
在
））。

４
）

大
塚
仁
『
刑
法
概
説
（
総
論
）〔
第
四
版
〕』

二
〇
〇
八
年
・
有
斐
閣
）
五
九
六
頁
。
川
端
博
『
刑
法
総
論
講
義
〔
第
二
版
〕』

二
〇
〇
六
年
・
成
文

堂
）
七
一
四
頁
も
同
旨
。

５
）

団
藤
重
光
『
刑
法
綱
要
総
論
〔
第
三
版
〕』

一
九
九
〇
年
・
創
文
社
）
六
〇
三
頁
。

６
）

刑
罰
と
保
安
処
分
の
相
違
点
に
つ
い
て
、
瀧
川
春
雄
「
保
安
処
分
」『
改
正
刑
法
準
備
草
案
の
総
合
的
検
討
』
法
律
時
報
臨
時
増
刊
（
一
九
六
〇

年
・
日
本
評
論
新
社
）
一
七
七
頁
は
、

保
安
処
分
は
刑
罰
で
は
な
い
。
両
者
の
本
質
的
区
別
は
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
Ⅰ

刑
罰
は
犯
罪
鎮
圧

で
あ
る
が
、
処
分
は
犯
罪
予
防
で
あ
る
。
Ⅱ

刑
罰
は
違
法
行
為
に
対
す
る
制
裁
と
し
て
応
報
を
発
生
動
因
と
す
る
が
、
処
分
は
将
来
的
危
険
性
の
防
衛

と
し
て
個
別
的
処
遇
を
目
標
と
す
る
。
Ⅲ

刑
罰
は
害
悪
と
い
う
性
質
を
も
つ
が
、
処
分
は
こ
れ
を
本
質
と
し
な
い
。
Ⅳ

刑
罰
は
個
々
的
な
行
為
に
表
現

さ
れ
た
責
任S

ch
u
ld

を
基
礎
と
す
る
が
、
処
分
は
犯
罪
人
の
社
会
的
危
険
性G

em
ein
g
efa

h
rlich

ezu
sta
n
d

に
立
脚
し
て
い
る
」
と
整
理
し
て
い
る
。

７
）

西
原
春
夫
「
保
安
処
分
論
」
宮
澤
浩
一
他
編
『
刑
事
政
策
講
座
〔
第
三
巻
〕
保
安
処
分
』

一
九
七
二
年
・
成
文
堂
）
二

三
頁
。
同
『
刑
法
総
論

〔
改
訂
準
備
版
〕

下
巻
）』

一
九
九
五
年
・
成
文
堂
）
五
五
四
頁
、
高
橋
則
夫
『
刑
法
総
論
』

二
〇
一
〇
年
・
成
文
堂
）
五
二
九

五
三
〇
頁
も
参
照
。
な

お
、
大
谷
實
『
刑
法
講
義
総
論
〔
新
版
第
三
版
〕』

二
〇
〇
九
年
・
成
文
堂
）
五
四
八
頁
は
、
特
に
刑
法
上
の
保
安
処
分
を
狭
義
の
保
安
処
分
と
す
る
。

ま
た
、
保
安
処
分
に
お
い
て
、
一
般
予
防
目
的
を
加
味
す
る
も
の
と
し
て
、
山
中
敬
一
『
刑
法
総
論
〔
第
二
版
〕』

二
〇
〇
八
年
・
成
文
堂
）
一
〇
七
四

頁
。
そ
の
他
、
宮
本
英
脩
『
刑
法
大
綱
〔
第
三
版
〕』

一
九
三
五
年
・
弘
文
堂
）
二
六
九
頁
参
照
。

８
）

大
塚
・
前
掲
注

４
）六
〇
一
頁
。
ま
た
、
団
藤
・
前
掲
注

５
）六
〇
七
頁
も
、
少
な
く
と
も
、
純
理
論
的
に
は
、
犯
罪
の
行
わ
れ
た
場
合
に
限
ら
な
い

と
し
、

わ
が
少
年
法
で
虞
犯
少
年
に
対
し
て
保
護
処
分
を
科
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
示
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
な

お
、
久
禮
田
益
喜
「
昭
和
15
年
改
正
刑
法

案
註
釈
釋
｜
刑
法
並
監
獄
法
改
正
調
査
委
員
會
總
會
決
議
及
留
保
事
項
（
刑
法
總
則
及
各
則
未
定
稿
）」『
改

正
刑
法
準
備
草
案
の
総
合
的
検
討
』
法
律
時
報
臨
時
増
刊
（
一
九
六
〇
年
・
日
本
評
論
新
社
）
三
六
七
頁
で
も
、
『
保
安
處
分
』
ト
ハ
社
會
的
秩
序
ノ
破

ニ
對
ス
ル
危
險
ヲ
防
止
ス
ル
ヲ
目
的
ト
ス
ル
手
段
ヲ
謂
フ
。
…
…
日
本
刑
法
ニ
於
テ
ハ
刑
罰
ハ
日
本
的
道
義
ニ
基
ク
應
報
ト
贖
罪
ト
ヲ
以
テ
其
ノ
本
質

ト
爲
ス
ベ
キ
モ
ノ
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
保
安
處
分
ハ
本
來
犯
罪
事
實
ノ
發
生
無
ク
ト
モ
其
ノ
危
險
ア
レ
バ

チ
之
ヲ
行
フ
ベ
キ
性
質
ノ
モ
ノ
」
と
さ
れ
て

い
る
。
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９
）

大
塚
・
前
掲
注

４
）五
九
八

五
九
九
頁
、
川
端
・
前
掲
注

４
）七
一
五

七
一
六
頁
、
中
山
研
一
『
刑
法
総
論
』

一
九
八
二
年
・
成
文
堂
）
五
九
〇

頁
、
福
田
平
『
全
訂
刑
法
総
論
〔
第
三
版
増
補
〕』

二
〇
〇
一
年
・
有
斐
閣
）
三
六
三

三
六
四
頁
、
山
中
・
前
掲
注

７
）一
〇
七
四

一
〇
七
五
頁
。
な

お
、
森
下
忠
「
刑
罰
と
保
護
処
分
と
の
関
係
」
団
藤
重
光
他
編
『
刑
事
政
策
の
現
代
的
課
題
』

一
九
七
七
年
・
有
斐
閣
）
一
七
三
頁
は
、
狭
義
の
保
安
処

分
論
を
性
格
の
危
険
性
を
有
す
る
犯
罪
者
に
対
し
て
社
会
防
衛
の
た
め
に
行
う
施
設
収
容
処
分
と
し
、
広
義
の
保
安
処
分
論
に
は
こ
の
ほ
か
に
保
護
処
分

が
含
ま
れ
る
と
す
る
。
団
藤
・
前
掲
注

５
）六
〇
八
頁
は
、
社
会
的
に
危
険
な
性
格
を
有
す
る
者
に
対
す
る
措
置
で
、
社
会
的
に
隔
離
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
目
的
を
達
す
る
も
の
を
狭
義
の
保
安
処
分
、
本
人
の
矯
正
・
教
育
に
よ
っ
て
そ
の
社
会
的
復
帰
を
図
る
も
の
を
広
義
の
保
安
処
分
と
し
、
社
会
の
保
安

に
必
要
な
対
物
的
処
分
を
最
広
義
の
保
安
処
分
と
す
る
。
そ
の
他
、
保
安
処
分
の
分
類
に
つ
い
て
、
小
川
太
郎
『
保
安
處
分
（
法
律
學
体
系
第
二
部
）』

一
九
五
二
年
・
日
本
評
論
新
社
）
六
一

六
三
頁
参
照
。

10
）

大
塚
・
前
掲
注

４
）五
九
八

五
九
九
頁
。

11
）

木
村
亀
二
「
保
安
處
分
」
日
本
刑
法
學
會
編
『
刑
事
法
講
座
（
第
三
巻
）
刑
法
Ⅲ
〔
再
版
〕』

一
九
五
七
年
・
有
斐
閣
）
六
五
五
頁
。
ま
た
、
小

川
・
前
掲
注

９
）三
九
頁
は
、
保
安
処
分
の
発
達
に
は
四
つ
の
基
線
が
あ
る
と
し
、

第
一
は
、
浮
浪
者
の
處
置
と
し
て
發
達
し
て
き
た
も
の
、
第
二
は
、

犯
人
の
善
行
を
保
證
せ
し
め
る
處
置
と
し
て
發
達
し
た
も
の
、
第
三
は
、
危
險
者
の
拘
禁
を
つ
づ
け
る
處
置
と
し
て
發
達
し
て
き
た
も
の
、
第
四
は
、
少

年
に
對
す
る
特
別
な
處
置
と
し
て
發
達
し
て
き
た
も
の
」
と
す
る
。

12
）

大
塚
・
前
掲
注

４
）五
九
六
頁
、
大
谷
・
前
掲
注

７
）五
四
八
頁
、
小
川
・
前
掲
注

９
）一
七
頁
、
川
端
・
前
掲
注

４
）七
一
四
頁
。

13
）

福
田
・
前
掲
注

９
）三
五
九
頁
。

14
）

牧
野
英
一
『
刑
法
総
論
下
巻
〔
全
訂
第
一
五
版
〕』

一
九
五
九
年
・
有
斐
閣
）
九
四
三

九
四
五
頁
は
、

理
論
と
し
て
考
え
て
見
る
と
、
社
会
的
侵

害
行
為
に
対
し
て
は
社
会
は
自
己
を
保
全
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
わ
け
で
あ
る
の
で
、
そ
の
侵
害
が
責
任
無
能
力
に
因
る
も
の
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
社
会
は

こ
れ
を
認
容
し
て
放
置
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
と
し
、

刑
罰
が
責
任
能
力
者
に
対
し
て
そ
の
者
を
改
善
す
る
よ
う
に
改
良
せ
ら
れ
仕
組

ま
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
共
に
、
責
任
無
能
力
者
に
対
し
て
も
、
そ
れ
を
改
善
す
る
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
無
害
な
ら
し
め
る
よ
う
に
、

方
法
が
考
え
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
刑
罰
が
責
任
能
力
者
に
対
し
て
社
会
を
保
全
す
る
の
機
能
を
営
む
よ
う
に
、
責
任
無
能
力
者
に
対
す
る
方

法
も
、
亦
、
責
任
無
能
力
者
の
侵
害
に
対
し
て
お
な
じ
く
社
会
の
存
立
を
確
保
す
る
よ
う
に
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
だ
け
の
意

義
に
お
い
て
保
安
処
分
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
と
す
る
。
ま
た
、
小
川
・
前
掲
注

９
）七
頁
で
は
、

保
安
處
分
は
無
色
な
る
も
の
、
理

性
的
な
る
も
の
と
し
て
、
い
わ
ば
か
か
る
刑
罰
制
度
の
改
革
に
あ
た
る
。
だ
か
ら
、
今
日
、
保
安
處
分
を
考
え
る
こ
と
は
、
刑
事
制
度
の
上
の
例
外
的
な

事
象
を
對
象
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
實
現
の
可
能
な
有
効
な
犯
罪
對
策
の
一
環
を
も
た
ら
す
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
る
。

15
）

団
藤
・
前
掲
注

５
）六
〇
三
頁
。

16
）

団
藤
・
前
掲
注

５
）六
〇
三
頁
注

二
）は
、

近
年
わ
が
国
で
は
人
権
擁
護
の
見
地
か
ら
保
安
処
分
導
入
反
対
の
意
見
が
強
い
が
、
人
権
の
保
障
が
必
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要
な
こ
と
は
当
然
と
し
て
、
保
安
処
分
制
度
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
こ
と
は
不
当
で
あ
る
」
と
す
る
。

17
）

澤
登
俊
雄
「
保
安
処
分
の
正
当
性
を
め
ぐ
っ
て
」『
刑
事
法
学
の
諸
相
（
下
）（
井
上
正
治
博
士
還
暦
祝
賀
）』

一
九
八
三
年
・
有
斐
閣
）
一
五
六
頁
。

西
原
・
前
掲
注

７
）『
刑
事
政
策
講
座
』
一
八

二
一
頁
も
同
旨
。

18
）

小
川
・
前
掲
注

９
）五
四

五
五
頁
。

19
）

な
お
、
保
安
処
分
が
個
々
の
犯
人
に
対
す
る
処
分
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
没
収
の
保
安
処
分
性
を
否
定
す
る
見
解
と
し
て
、
小
川
・
前
掲
注

９
）

五
一
頁
が
あ
る
。

20
）

思
想
犯
保
護
観
察
法
第
一
条
「
治
安
維
持
法
ノ
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
者
ニ
対
シ
刑
ノ
執
行
猶
予
ノ
言
渡
ア
リ
タ
ル
場
合
又
ハ
訴
追
ヲ
必
要
ト
セ
ザ
ル
為
公

訴
ヲ
提
起
セ
ザ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
保
護
観
察
審
査
会
ノ
決
議
ニ
依
リ
本
人
ヲ
保
護
観
察
ニ
付
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
本
人
刑
ノ
執
行
ヲ
終
リ
又
ハ
仮
出
獄
ヲ
許
サ

レ
タ
ル
場
合
亦
同
ジ
」

21
）

一
九
四
一
年
に
改
正
さ
れ
た
治
安
維
持
法
第
三
九
条
は
、

第
一
章
ニ
掲
グ
ル
罪
ヲ
犯
シ
刑
ニ
処
セ
ラ
レ
タ
ル
者
其
ノ
執
行
ヲ
終
リ
釈
放
セ
ラ
ル
ベ

キ
場
合
ニ
於
テ
釈
放
後
ニ
於
テ
更
ニ
同
章
ニ
掲
グ
ル
罪
ヲ
犯
ス
ノ
虞
ア
ル
コ
ト
顕
著
ナ
ル
ト
キ
ハ
裁
判
所
ハ
検
事
ノ
請
求
ニ
因
リ
本
人
ヲ
予
防
拘
禁
ニ
付

ス
ル
旨
ヲ
命
ズ
ル
コ
ト
ヲ
得

第
一
章
ニ
掲
グ
ル
罪
ヲ
犯
シ
刑
ニ
処
セ
ラ
レ
其
ノ
執
行
ヲ
終
リ
タ
ル
者
又
ハ
刑
ノ
執
行
猶
予
ノ
言
渡
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
思
想

犯
保
護
観
察
法
ニ
依
リ
保
護
観
察
ニ
付
セ
ラ
レ
居
ル
場
合
ニ
於
テ
保
護
観
察
ニ
依
ル
モ
同
章
ニ
掲
グ
ル
罪
ヲ
犯
ス
ノ
危
険
ヲ
防
止
ス
ル
コ
ト
困
難
ニ
シ
テ

更
ニ
之
ヲ
犯
ス
ノ
虞
ア
ル
コ
ト
顕
著
ナ
ル
ト
キ
ハ
亦
前
項
ニ
同
ジ
」
と
規
定
し
て
い
た
。

22
）

旧
刑
法
第
七
十
九
条
「
罪
ヲ
犯
ス
時
十
二
歳
ニ
満
サ
ル
者
ハ
其
罪
ヲ
論
セ
ス
但
満
八
歳
以
上
ノ
者
ハ
情
状
ニ
因
リ
満
十
六
歳
ニ
過
キ
サ
ル
時
間
之
ヲ

懲
治
場
ニ
留
置
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」

23
）

旧
刑
法
第
八
十
条
「
罪
ヲ
犯
ス
時
満
十
二
歳
以
上
十
六
歳
ニ
満
サ
ル
者
ハ
其
所
為
是
非
ヲ
弁
別
シ
タ
ル
ト
否
ト
ヲ
審
案
シ
弁
別
ナ
ク
シ
テ
犯
シ
タ
ル

時
ハ
其
罪
ヲ
論
セ
ス
但
情
状
ニ
因
リ
満
二
十
歳
ニ
過
キ
サ
ル
時
間
之
ヲ
懲
治
場
ニ
留
置
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

若
シ
弁
別
ア
リ
テ
犯
シ
タ
ル
時
ハ
其
罪
ヲ
宥
恕

シ
テ
本
刑
ニ
二
等
ヲ
減
ス
」

24
）

旧
刑
法
第
八
十
二
条
「

唖
者
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
時
ハ
其
罪
ヲ
論
セ
ス
但
情
状
ニ
因
リ
五
年
ニ
過
キ
サ
ル
時
間
之
ヲ
懲
治
場
ニ
留
置
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」

25
）

刑
法
改
正
予
備
草
案
第
九
十
八
條
「
保
安
處
分
ハ
左
ノ
四
種
ト
シ
裁
判
所
之
ヲ
命
ス

一

豫
防
監
護

二

酒
癖
矯
正

三

働
留
置

四

豫
防

拘
禁
」

26
）

刑
法
改
正
予
備
草
案
第
九
十
九
條
「
禁
錮
以
上
ノ
刑
ニ
該
ル
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
心
神
喪
失
者
又
ハ

唖
者
ニ
對
シ
無
罪
又
ハ
免
訴
ノ
言
渡
ヲ
爲
ス
場
合

ニ
於
テ
公
益
上
必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
豫
防
監
護
ニ
付
ス
ル
旨
ノ
言
渡
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得

既
ニ
懲
治
以
上
ノ
刑
ニ
處
セ
ラ
レ
タ
ル
心
神
耗
弱
者
又

ハ

唖
者
ニ
對
シ
前
犯
ト
同
一
又
ハ
類
似
ノ
罪
種
ニ
付
刑
ノ
言
渡
ヲ
爲
ス
場
合
ニ
於
テ
公
益
上
必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
亦
前
項
ニ
同
シ

前
項
ノ
豫
防

監
護
ハ
刑
ノ
執
行
終
了
後
引
續
キ
之
ヲ
執
行
ス
ヘ
シ
」、
第
百
條
「
豫
防
監
護
ニ
付
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ハ
之
ヲ
豫
防
監
護
所
ニ
収
容
シ
適
宜
ノ
治
療
其
ノ
他

（法政研究79-４- ）16 954

論 説



監
護
ノ
爲
必
要
ナ
ル
處
置
ヲ
爲
ス
ヘ
シ
」、
第
百
一
條
「
豫
防
監
護
ニ
付
セ
ラ
レ
タ
ル
者
収
容
ノ
必
要
ナ
キ
ニ
至
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
行
政
官
廳
ノ
處
分
ニ
因

リ
対
処
セ
シ
ム
ヘ
シ

前
項
ノ
處
分
ヲ
爲
ス
ニ
ハ
刑
務
委
員
會
ノ
議
ヲ
經
ヘ
シ
」、
第
百
二
條
「
心
神
耗
弱
者
又
ハ
刑
ノ
言
渡
ヲ
受
ケ
タ
ル

唖
者
ニ
對

シ
五
年
ヲ
超
エ
テ
豫
防
監
護
ヲ
執
行
ス
ル
必
要
ア
ル
ト
キ
ハ
裁
判
所
ノ
許
可
ヲ
受
ク
ヘ
シ
爾
後
五
年
ヲ
超
ユ
ル
場
合
亦
同
シ
」、
第
百
三
條
「
豫
防
監
護

ニ
付
セ
ラ
レ
タ
ル
心
神
耗
弱
者
又
ハ

唖
者
ニ
付
テ
ハ
刑
ノ
執
行
中

釋
放
ノ
處
分
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
妨
ケ
ス

釋
放
ノ
處
分
ヲ
取
消
サ
ル
ル
コ
ト
ナ
ク

刑
期
終
了
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
豫
防
監
護
ノ
言
渡
ハ
其
ノ
効
力
ヲ
失
フ
」

27
）

刑
法
改
正
予
備
草
案
第
百
四
條
「
飲
酒
ノ
習
癖
ア
ル
者
ニ
對
シ
酩
酊
ニ
因
リ
犯
シ
タ
ル
罪
ニ
付
一
年
以
下
ノ
懲
治
若
ハ
禁
錮
又
ハ
拘
留
ヲ
言
渡
シ
又

ハ
心
神
喪
失
ヲ
理
由
ト
シ
テ
無
罪
又
ハ
免
訴
ノ
言
渡
ヲ
爲
ス
場
合
ニ
於
テ
其
ノ
習
癖
ヲ
矯
正
ス
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
再
ヒ
罪
ヲ
犯
ス
ノ
虞
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ

ハ
其
ノ
裁
判
ト
共
ニ
酒
癖
矯
正
ニ
付
ス
ル
旨
ノ
言
渡
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得

酒
癖
矯
正
ノ
執
行
ハ
二
年
ヲ
超
ユ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

刑
ノ
言
渡
ヲ
受
ケ
タ
ル
者

ニ
對
ス
ル
酒
癖
矯
正
ハ
刑
ノ
執
行
終
了
後
引
續
キ
之
ヲ
執
行
ス
」、
第
百
五
條
「
酒
癖
矯
正
ニ
付
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ハ
之
ヲ
酒
癖
矯
正
所
ニ
収
容
シ
矯
正
ノ

目
的
ヲ
達
ス
ル
爲
必
要
ナ
ル
處
置
ヲ
爲
ス
ヘ
シ
」、
第
百
六
條
「
第
百
一
條
及
第
百
三
條
ノ
規
定
ハ
酒
癖
矯
正
ニ
之
ヲ
準
用
ス
」

28
）

刑
法
改
正
予
備
草
案
第
百
七
條
「
無
節
制
又
ハ

働
嫌
忌
ニ
因
リ
常
習
ト
シ
テ
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
者
ニ
對
シ
一
年
以
下
ノ
懲
治
又
ハ
拘
留
ヲ
言
渡
ス
場

合
ニ
於
テ
ハ
其
ノ
裁
判
ト
共
ニ

働
留
置
ニ
付
ス
ル
旨
ノ
言
渡
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得

働
留
置
ノ
執
行
ハ
三
年
ヲ
超
ユ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」、
第
百
八
條

「

働
留
置
ニ
付
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ハ
之
ヲ

働
留
置
所
ニ
収
容
シ
勤
勉
ニ
シ
テ
紀
律
ア
ル
習
慣
ヲ
馴
致
ス
ル
爲
必
要
ナ
ル
作
業
ニ
就
カ
シ
ム

働
留
置

所
ノ
長
ハ

働
留
置
者
ヲ
シ
テ
留
置
所
外
ニ

在
シ
官
公
設
又
ハ
私
設
ノ
工
場
、
農
場
其
ノ
他
ノ
作
業
上
ニ
於
テ
就
業
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
」、
第
百
九

條
「
第
百
一
條
第
百
三
條
及
第
百
四
條
第
三
項
ノ
規
定
ハ

働
留
置
ニ
之
ヲ
準
用
ス
」

29
）

刑
法
改
正
予
備
草
案
第
百
十
條
「
懲
治
以
上
ノ
刑
ノ
執
行
ノ
終
了
ニ
因
リ
釋
放
セ
ラ
ル
ヘ
キ
者
釋
放
後
ニ
於
テ
更
ニ
放
火
、
殺
人
又
ハ
強
盗
ヲ
爲
ス

ノ
虞
ア
ル
コ
ト
顯
著
ナ
ル
ト
キ
ハ
豫
防
拘
禁
ニ
付
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
、
第
百
十
一
條
「
豫
防
拘
禁
ニ
付
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ハ
之
ヲ
豫
防
拘
禁
所
ニ
収
容
シ
改

悛
セ
シ
ム
ル
爲
必
要
ナ
ル
處
置
ヲ
爲
ス
ヘ
シ
」、
第
百
十
二
條
「
豫
防
拘
禁
ノ
執
行
二
年
ヲ
超
ユ
ル
ノ
必
要
ア
ル
ト
キ
ハ
裁
判
所
ノ
許
可
ヲ
受
ク
ヘ
シ
爾

後
二
年
ヲ
超
ユ
ル
場
合
亦
同
シ
」、
第
百
十
三
條
「
第
九
十
九
條
第
三
項
及
第
百
一
條
ノ
規
定
ハ
豫
防
拘
禁
ニ
之
ヲ
準
用
ス
」

30
）

改
正
刑
法
仮
案
第
百
二
十
六
條
「
保
安
處
分
ハ
左
ノ
四
種
ト
シ
裁
判
所
之
ヲ
言
渡
ス

一

監
護
處
分

二

矯
正
處
分

三

作
處
分

四

豫
防

處
分
」

31
）

改
正
刑
法
仮
案
第
百
二
十
七
條
「
禁
錮
以
上
ノ
刑
ニ
該
ル
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
者
心
神
障
擬
者
又
ハ

唖
者
ナ
ル
場
合
ニ
於
テ
公
安
上
必
要
ア
リ
ト
認
ム

ル
ト
キ
ハ
監
護
處
分
ニ
付
ス
ル
旨
ノ
言
渡
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得

前
項
ノ
監
護
處
分
ハ
刑
ノ
言
渡
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ニ
對
シ
テ
ハ
其
ノ
刑
ノ
執
行
終
了
後
引
續

キ
之
ヲ
執
行
ス
但
シ
事
情
ニ
因
リ
刑
ノ
執
行
ニ
先
チ
又
ハ
其
ノ
執
行
ヲ
停
止
シ
監
護
處
分
ノ
執
行
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
」、
第
百
二
十
八
條
「
監
護
處
分
ニ

付
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ハ
監
護
所
ニ
収
容
シ
治
療
其
ノ
他
監
護
ノ
爲
必
要
ナ
ル
處
置
ヲ
爲
ス
ヘ
シ
」、
第
百
二
十
九
條
「
監
護
處
分
ニ
付
セ
ラ
レ
タ
ル
者
収
容

後
其
ノ
必
要
ナ
キ
ニ
至
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
行
政
官
廳
ノ
處
分
ヲ
以
テ
退
所
セ
シ
ム
ヘ
シ
」、
第
百
三
十
條
「
監
護
處
分
ノ
期
間
ハ
五
年
ト
ス
特
ニ
必
要
ア
ル
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ト
キ
ハ
裁
判
所
ハ
之
ヲ
更
新
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」、
第
百
三
十
一
條
「
刑
ノ
言
渡
ト
共
ニ
監
護
處
分
ニ
付
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ニ
對
シ

釋
放
中
監
護
處
分
ハ
之

ヲ
執
行
セ
ス
」、
第
百
三
十
二
條
「
刑
ノ
執
行
ニ
依
リ
監
護
處
分
ノ
執
行
必
要
ナ
キ
ニ
至
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
裁
判
所
ハ
監
護
處
分
ノ
執
行
ヲ
免
除
ス
ル
コ
ト

ヲ
得

監
護
處
分
ノ
執
行
ニ
依
リ
刑
ノ
執
行
必
要
ナ
キ
ニ
至
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
裁
判
所
ハ
刑
ノ
執
行
ヲ
免
除
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」

32
）

改
正
刑
法
仮
案
第
百
三
十
三
條
「
飲
酒
又
ハ
麻

使
用
ノ
習
癖
ア
ル
者
ニ
對
シ
酩
酊
又
ハ
麻

ノ

態
ニ
於
テ
罪
ヲ
犯
シ
其
ノ
習
癖
ヲ
矯
正
ス
ル

必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
矯
正
處
分
ニ
付
ス
ル
旨
ノ
言
渡
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得

矯
正
處
分
ノ
期
間
ハ
二
年
ト
ス

第
百
二
十
七
條
第
二
項
ノ
規
定
ハ
刑

ノ
言
渡
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ニ
對
ス
ル
矯
正
處
分
ニ
之
ヲ
準
用
ス
」、
第
百
三
十
四
條
「
矯
正
處
分
ニ
付
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ハ
矯
正
所
ニ
収
容
シ
矯
正
ノ
目
的
ヲ

達
ス
ル
爲
必
要
ナ
ル
處
置
ヲ
爲
ス
ヘ
シ
」、
第
百
三
十
五
條
「
第
百
二
十
九
條
、
第
百
三
十
一
條
及
第
百
三
十
二
條
ノ
規
定
ハ
矯
正
處
分
ニ
之
ヲ
準
用
ス
」

33
）

改
正
刑
法
仮
案
第
百
三
十
六
條
「
浮
浪
又
ハ

働
嫌
忌
ニ
因
リ
常
習
ト
シ
テ
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
者
ニ
對
シ
刑
ノ
言
渡
ヲ
爲
ス
場
合
ニ
於
テ
ハ
其
ノ
裁
判

ト
共
ニ

作
處
分
ニ
付
ス
ル
旨
ノ
言
渡
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得

作
處
分
ノ
期
間
ハ
三
年
ト
ス
」、
第
百
三
十
七
條
「

作
處
分
ニ
付
サ
ラ
レ
タ
ル
者
ハ

作
所
ニ
収
容
シ
勤
勉
ニ
シ
テ
紀
律
ア
ル
習
慣
ヲ
馴
致
ス
ル
爲
必
要
ナ
ル
作
業
ニ
就
カ
シ
ム
ヘ
シ

作
所
ノ
長
ハ

作
處
分
ニ
付
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ヲ
シ
テ

作
所
外
ニ

在
シ
官
設
、
公
設
又
ハ
私
設
ノ
工
場
、
農
場
其
ノ
他
ノ
作
業
場
ニ
於
テ
就
業
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
」、
第
百
三
十
八
條
「
第
百
二
十
九
條
、

第
百
三
十
一
條
及
第
百
三
十
二
條
ノ
規
定
ハ

作
處
分
ニ
之
ヲ
準
用
ス
」

34
）

改
正
刑
法
仮
案
第
百
三
十
九
條
「
懲
役
ノ
執
行
ノ
終
了
ニ
因
リ
釋
放
セ
ラ
ル
ヘ
キ
者
釋
放
後
ニ
於
テ
更
ニ
放
火
、
殺
人
又
ハ
強
盗
ヲ
爲
ス
虞
ア
ル
コ

ト
顯
著
ナ
ル
ト
キ
ハ
裁
判
所
ハ
豫
防
處
分
ニ
付
ス
ル
旨
ヲ
命
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」、
第
百
四
十
條
「
豫
防
處
分
ニ
付
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ハ
豫
防
所
ニ
収
容
シ
改

悛
セ
シ
ム
ル
爲
必
要
ナ
ル
處
置
ヲ
爲
ス
ヘ
シ
」、
第
百
四
十
一
條
「
豫
防
處
分
ノ
期
間
ハ
二
年
ト
ス
特
ニ
必
要
ア
ル
ト
キ
ハ
裁
判
所
ハ
之
ヲ
更
新
ス
ル
コ

ト
ヲ
得
」、
第
百
四
十
二
條
「
豫
防
處
分
ハ
刑
ノ
執
行
終
了
後
引
續
キ
之
ヲ
執
行
ス

第
百
二
十
九
條
ノ
規
定
ハ
豫
防
處
分
ニ
之
ヲ
準
用
ス
」

35
）

改
正
刑
法
準
備
草
案
第
一
〇
九
条
（
保
安
処
分
の
種
類
）「
保
安
処
分
は
、
次
の
二
種
と
し
、
裁
判
所
が
そ
の
言
渡
を
す
る
。

一

治
療
処
分

二

禁
絶
処
分
」

36
）

改
正
刑
法
準
備
草
案
第
一
一
〇
条
（
治
療
処
分
）「
精
神
に
障
害
の
あ
る
者
が
、
禁
固
以
上
の
刑
に
あ
た
る
行
為
を
し
、
第
一
五
条
の
規
定
を
適
用

す
る
場
合
に
お
い
て
、
将
来
再
び
禁
固
以
上
の
刑
に
あ
た
る
行
為
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
保
安
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
治
療
処
分
に

付
す
る
旨
の
言
渡
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」、
第
一
一
一
条
（
治
療
処
分
の
内
容
）「
治
療
処
分
に
付
せ
ら
れ
た
者
は
、
保
安
施
設
に
収
容
し
、
治
療
及

び
看
護
の
た
め
に
必
要
な
処
置
を
行
う
。」、
第
一
一
二
条
（
治
療
処
分
の
期
間
）「
治
療
処
分
の
期
間
は
、
五
年
と
す
る
。
但
し
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、

裁
判
所
は
、
三
年
ご
と
に
こ
れ
を
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」、
第
一
一
三
条
（
退
所
）「
①
治
療
処
分
に
付
せ
ら
れ
た
者
に
つ
い
て
、
収
容
後
そ
の
必

要
が
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
行
政
官
庁
の
処
分
で
、
す
み
や
か
に
こ
れ
を
退
所
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、
治
療
処
分
の
執
行
を
終
つ

た
も
の
と
す
る
。
②
行
政
官
庁
は
、
治
療
処
分
に
付
せ
ら
れ
た
者
を
退
所
さ
せ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
定
期
的
に
、
少
な
く
と
も
一
年
に
一
回
審
査
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」、
第
一
一
四
条
（
仮
退
所
）「
①
治
療
処
分
に
付
せ
ら
れ
た
者
は
、
行
政
官
庁
の
処
分
で
、
仮
に
こ
れ
を
退
所
さ
せ
る
こ
と
が
で
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き
る
。
②
仮
退
所
を
許
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
も
、
第
一
一
二
条
但
書
の
適
用
を
妨
げ
な
い
。
③
仮
退
所
を
許
さ
れ
た
者
は
、
治
療
処
分
の
期
間
中
、
治
療

観
察
に
付
す
る
。
④
仮
退
所
中
の
者
に
つ
い
て
、
治
療
処
分
の
執
行
を
必
要
と
す
る
状
況
が
あ
る
と
き
は
、
仮
退
所
の
処
分
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

⑤
仮
退
所
を
許
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
、
治
療
処
分
の
執
行
を
す
る
必
要
が
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
行
政
官
庁
の
処
分
で
、
治
療
処
分
の
執
行
を
終
つ
た
も

の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
⑥
仮
退
所
を
許
さ
れ
た
者
が
、
そ
の
処
分
を
取
り
消
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
治
療
処
分
の
期
間
を
経
過
し
た
と
き
は
、
治
療
処

分
の
執
行
を
終
つ
た
も
の
と
す
る
。」

37
）

改
正
刑
法
準
備
草
案
第
一
一
五
条
（
禁
断
処
分
）「
過
度
の
飲
酒
又
は
麻
酔
剤
も
し
く
は
覚
せ
い
剤
使
用
の
習
癖
の
あ
る
者
が
、
そ
の
中
毒
の
た
め

禁
固
以
上
の
刑
に
あ
た
る
行
為
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
習
癖
を
除
か
な
け
れ
ば
将
来
再
び
禁
固
以
上
の
刑
に
あ
た
る
行
為
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
る

と
き
は
、
禁
断
処
分
に
付
す
る
旨
の
言
渡
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」、
第
一
一
六
条
（
禁
断
処
分
の
内
容
）「
①
禁
断
処
分
に
付
せ
ら
れ
た
者
は
、
保
安

施
設
に
収
容
し
、
禁
断
療
法
そ
の
他
習
癖
を
除
く
た
め
に
必
要
な
処
置
を
行
う
。
②
裁
判
所
は
、
収
容
に
よ
ら
な
く
て
も
習
癖
を
除
く
こ
と
が
で
き
る
と

認
め
る
と
き
は
、
収
容
に
代
え
て
行
政
官
庁
の
禁
断
観
察
に
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
③
前
項
の
禁
断
観
察
に
付
せ
ら
れ
た
者
に
つ
い
て
、
収
容
を
必
要

と
す
る
状
況
が
あ
る
と
き
は
、
行
政
官
庁
は
、
裁
判
所
の
許
可
を
得
て
、
こ
れ
を
保
安
施
設
に
収
容
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」、
第
一
一
七
条
（
禁
断
処
分

の
期
間
）
「
禁
断
処
分
の
期
間
は
、
一
年
と
す
る
。
但
し
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
一
回
に
限
り
こ
れ
を
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」、
第

一
一
八
条
（
解
除
）「
①
禁
断
処
分
に
付
せ
ら
れ
た
者
に
つ
い
て
、
そ
の
必
要
が
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
行
政
官
庁
の
処
分
で
、
す
み
や
か
に
こ
れ
を
解

除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
②
行
政
官
庁
は
、
禁
断
処
分
を
解
除
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
定
期
的
に
、
少
な
く
と
も
六
月
に
一
回
審
査
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。」、
第
一
一
九
条
（
仮
退
所
）「
①
禁
断
処
分
に
よ
り
保
安
施
設
に
収
容
さ
れ
た
者
は
、
行
政
官
庁
の
処
分
で
、
仮
に
こ
れ
を
退
所
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
。
②
仮
退
所
を
許
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
も
、
第
一
一
七
条
但
書
の
適
用
を
妨
げ
な
い
。
③
仮
退
所
を
許
さ
れ
た
者
は
、
禁
断
処
分
の
期
間
中
、

禁
断
観
察
に
付
す
る
。
④
仮
退
所
中
の
者
に
つ
い
て
、
収
容
を
必
要
と
す
る
状
況
が
あ
る
と
き
は
、
行
政
官
庁
は
、
仮
退
所
の
処
分
を
取
り
消
す
こ
と
が

で
き
る
。
⑤
仮
退
所
を
許
さ
れ
た
者
が
、
そ
の
処
分
を
取
り
消
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
禁
断
処
分
の
期
間
を
経
過
し
た
と
き
は
、
禁
断
処
分
の
執
行
を
終
つ

た
も
の
と
す
る
。」

38
）

改
正
刑
法
草
案
第
一
〇
一
条
（
保
安
処
分
の
種
類
・
言
渡
）「
①
保
安
処
分
は
、
次
の
二
種
と
し
、
裁
判
所
が
そ
の
言
渡
を
す
る
。

一

治
療
処
分

二

禁
絶
処
分

②
保
安
処
分
は
、
有
罪
の
裁
判
又
は
第
一
六
条
第
一
項
（
責
任
能
力
）
に
定
め
る
事
由
に
よ
る
無
罪
の
裁
判
と
共
に
、
こ
れ
を
言
い
渡

す
。
但
し
、
保
安
処
分
の
要
件
が
存
在
す
る
と
き
は
、
行
為
者
に
対
し
て
訴
追
が
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
独
立
の
手
続
で
そ
の
言
渡
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
。」

39
）

改
正
刑
法
草
案
第
一
〇
二
条
（
治
療
処
分
）「
精
神
の
障
害
に
よ
り
、
第
一
六
条
第
一
項
（
責
任
能
力
）
に
規
定
す
る
能
力
の
な
い
者
又
は
そ
の
能

力
の
著
し
く
低
い
者
が
、
禁
固
以
上
の
刑
に
あ
た
る
行
為
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
治
療
及
び
看
護
を
加
え
な
け
れ
ば
将
来
再
び
禁
固
以
上
の
刑
に
あ
た

る
行
為
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
保
安
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
治
療
処
分
に
付
す
る
旨
の
言
渡
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」、
第
一
〇
三
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条
（
保
安
施
設
へ
の
収
容
）「
治
療
処
分
に
付
せ
ら
れ
た
者
は
、
保
安
施
設
に
収
容
し
、
治
療
及
び
看
護
の
た
め
に
必
要
な
処
置
を
行
な
う
。」、
第
一
〇

四
条
（
施
設
収
容
の
期
間
）「
①
治
療
処
分
に
よ
る
収
容
の
期
間
は
、
三
年
と
す
る
。
但
し
、
裁
判
所
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
二
年
ご
と

に
こ
れ
を
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
②
前
項
但
書
の
規
定
に
よ
る
収
容
期
間
の
更
新
は
、
二
回
を
限
度
と
す
る
。
但
し
、
死
刑
又
は
無
期
も
し
く
は
短

期
二
年
以
上
の
懲
役
に
あ
た
る
行
為
を
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
こ
と
が
顕
著
な
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。」

40
）

改
正
刑
法
草
案
第
一
〇
五
条
（
禁
絶
処
分
）「
過
度
に
飲
酒
し
又
は
麻
薬
、
覚
せ
い
剤
そ
の
他
の
薬
物
を
使
用
す
る
習
癖
の
あ
る
者
が
、
そ
の
習
癖

の
た
め
禁
固
以
上
の
刑
に
あ
た
る
行
為
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
習
癖
を
除
か
な
け
れ
ば
将
来
再
び
禁
固
以
上
の
刑
に
あ
た
る
行
為
を
す
る
お
そ
れ

が
あ
り
、
保
安
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
禁
絶
処
分
に
付
す
る
旨
の
言
渡
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」、
第
一
〇
六
条
（
保
安
施
設
へ
の
収

容
）
「
禁
絶
処
分
に
付
せ
ら
れ
た
者
は
、
保
安
施
設
に
収
容
し
、
飲
酒
又
は
薬
物
使
用
の
習
癖
を
除
く
た
め
に
必
要
な
処
置
を
行
な
う
。」、
第
一
〇
七
条

（
施
設
収
容
の
期
間
）「
禁
絶
処
分
に
よ
る
収
容
の
期
間
は
、
一
年
と
す
る
。
但
し
、
裁
判
所
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
二
回
に
限
り
こ
れ
を

更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」、
第
一
〇
八
条
（
仮
退
所
）「
保
安
施
設
に
収
容
さ
れ
た
者
は
、
何
時
で
も
、
行
政
官
庁
の
処
分
に
よ
つ
て
、
仮
に
退
所
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。」、
第
一
〇
九
条
（
退
所
）「
保
安
施
設
に
収
容
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
、
第
一
〇
四
条
又
は
第
一
〇
七
条
の
規
定
に
よ
る
期
間
が
経

過
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
退
所
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」、
第
一
一
〇
条
（
療
護
観
察
及
び
再
収
容
）「
①
前
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
仮
退
所
を
許
さ

れ
た
者
又
は
退
所
し
た
者
は
、
こ
れ
を
療
護
観
察
に
付
す
る
。
療
護
観
察
の
期
間
は
、
二
年
と
す
る
。
②
仮
退
所
を
許
さ
れ
て
療
護
観
察
に
付
せ
ら
れ
た

者
に
つ
い
て
、
再
収
容
を
必
要
と
す
る
状
況
が
あ
る
と
き
は
、
行
政
官
庁
は
、
こ
れ
を
再
び
保
安
施
設
に
収
容
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
③
前
項
の
規
定
に

よ
る
再
収
容
の
期
間
は
、
第
一
〇
四
条
又
は
第
一
〇
七
条
の
規
定
に
よ
つ
て
定
め
ら
れ
た
期
間
か
ら
仮
退
所
前
の
収
容
期
間
を
控
除
し
た
期
間
と
す
る
。

但
し
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
更
新
を
妨
げ
な
い
。」、
第
一
一
一
条
（
保
安
処
分
の
終
了
）「
①
療
護
観
察
に
付
せ
ら
れ
た
者
に
つ
い
て
、
保
安
処
分
の

執
行
を
す
る
必
要
が
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
行
政
官
庁
の
処
分
に
よ
つ
て
、
保
安
処
分
の
執
行
を
終
わ
つ
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
②
仮
退
所
を

許
さ
れ
て
療
護
観
察
に
付
せ
ら
れ
た
者
が
、
再
び
保
安
施
設
に
収
容
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
療
護
観
察
の
期
間
を
経
過
し
た
と
き
は
、
保
安
処
分
の
執
行
を

終
つ
た
も
の
と
す
る
。
退
所
後
療
護
観
察
に
付
せ
ら
れ
た
者
が
、
療
護
観
察
の
期
間
を
経
過
し
た
と
き
も
、
同
じ
で
あ
る
。」

41
）

西
原
・
前
掲
注

７
）『
刑
事
政
策
講
座
』
一

二
頁
は
、

わ
が
国
も
ま
た
、
戦
前
お
よ
び
戦
後
に
お
け
る
刑
法
全
面
改
正
事
業
に
際
し
て
こ
の
制
度

の
採
用
の
是
非
を
検
討
し
、
お
お
む
ね
肯
定
的
な
方
向
で
現
在
に
い
た
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
と
く
に
最
近
、
こ
の
制
度
の
採
用
に
批
判
的
な
意
見
も
強

く
な
り
、
わ
が
国
の
保
安
処
分
採
用
へ
の
道
は
必
ず
し
も
平
坦
と
は
思
わ
れ
な
く
な
っ
た
」
と
し
て
、
一
九
七
一
年
日
本
精
神
神
経
学
会
「
保
安
処
分
制

度
新
設
に
反
対
す
る
決
議
」
等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
瀧
川
・
前
掲
注

６
）一
七
八
頁
は
、

保
安
処
分
の
純
粋
性
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
保
安

処
分
を
医
療
的
処
置
の
み
に
限
定
し
、
刑
罰
的
色
彩
を
も
つ
も
の
は
、
す
べ
て
刑
罰
に
還
元
す
る
こ
と
が
正
し
い
と
考
え
ら
れ
る
」
と
す
る
。

42
）

も
っ
と
も
、
大
正
少
年
法
上
の
少
年
審
判
所
は
、
司
法
省
の
下
に
置
か
れ
た
行
政
機
関
で
あ
っ
た
点
に
は
注
意
を
要
す
る
。
守
屋
克
彦
『
少
年
の
非

行
と
教
育
』

一
九
七
七
年
・
勁
草
書
房
）
九
一
頁
参
照
。
そ
の
他
、
大
正
少
年
法
に
関
し
て
は
、
森
田
明
「
少
年
法
の
歴
史
的
展
開
｜

児
童
福
祉
政
策
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的
保
護

と

刑
事
政
策
的
保
護

の
確
執
｜
」
猪
瀬
愼
一
郎
、
森
田
明
、
佐
伯
仁
志
編
『
少
年
法
の
あ
ら
た
な
展
開
｜
理
論
・
手
続
・
処
遇
』

二
〇
〇

一
年
・
有
斐
閣
）
一
頁
以
下
、
同
『
少
年
法
の
歴
史
的
展
開
｜

鬼
面
仏
心

の
法
構
造
｜
』

二
〇
〇
五
年
・
信
山
社
）
一
一
頁
以
下
、
守
屋
克
彦
「
少

年
法
改
正
の
歴
史
と
少
年
法
」
斉
藤
豊
治
、
守
屋
克
彦
編
『
少
年
法
の
課
題
と
展
望
〔
第
1
巻
〕
』

二
〇
〇
五
年
・
成
文
堂
）
一
頁
以
下
参
照
。
ま
た
、

田
中
亜
紀
子
「
二
〇
世
紀
初
頭
に
お
け
る
刑
事
政
策
と
社
会
事
業
に
関
す
る
一
考
察
｜
大
正
少
年
法
案
初
期
審
議
に
見
る
未
成
年
犯
罪
者
の
処
遇
｜
」
三

重
大
学
法
経
論
叢
二
六
巻
一
号
（
二
〇
〇
八
年
）
一

一
九
頁
も
参
照
。
な
お
、
小
川
・
前
掲
注

９
）一
一
頁
に
よ
れ
ば
、

大
正
一
二
年
か
ら
實
施
せ
ら

れ
た
少
年
法
は
、『
保
護
處
分
』
と
い
う
名

下
に
最
初
に
保
安
處
分
を
採
用
し
た
」
と
さ
れ
る
。

43
）

田
宮
裕
、
廣
瀬
健
二
『
註
釈
少
年
法
〔
第
三
版
〕』

二
〇
〇
九
年
・
有
斐
閣
）
二
八
三
頁
参
照
。

44
）

中
山
・
前
掲
注

９
）五
九
一
頁
。
し
か
し
、
中
山
・
前
掲
注

９
）五
九
二
頁
注
（
一
）
は
、

保
護
処
分
の
適
用
が
甘
す
ぎ
る
と
し
て
、
刑
罰
主
義
が

台
頭
し
て
く
る
と
、
保
護
処
分
そ
の
も
の
が
保
安
的
要
請
を
も
担
わ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
問
題
性
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
す
る
。

45
）

中
山
・
前
掲
注

９
）五
九
一
頁
。
さ
ら
に
、
中
山
・
前
掲
注

９
）五
九
二
頁
注
（
二
）
は
、

論
理
的
に
は
、
虞
犯
の
場
合
に
こ
そ
、
保
護
『
処
分
』

と
し
て
の
性
格
が
典
型
的
な
形
で
あ
ら
わ
れ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
虞
犯
性
の
認
定
は
、
少
年
法
の
領
域
に
お
い
て
も
不
安
定
で
あ
り
、
危
険

を
伴
い
や
す
い
。
そ
し
て
、
犯
行
の
危
険
性
と
保
護
の
必
要
性
が
た
と
え
み
と
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
身
柄
拘
束
の
不
可
欠
性
と
そ
の
効
果
が
検
討
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
。
な
お
、
船
山
泰
範
「
少
年
の
責
任
と
少
年
法
」
渥
美
東
洋
他
編
『
刑
事
法
学
の
現
実
と
展
開
｜
齊
藤
誠
二
先
生
古
稀
記

念
｜
』

二
〇
〇
三
年
・
信
山
社
）
六
二
六

六
二
八
頁
参
照
。

46
）

荘
子
邦
雄
「
現
代
法
と
刑
罰
」『
岩
波
講
座
現
代
法
11
』

一
九
六
五
年
・
岩
波
書
店
）
二
六
四
頁
。

47
）

保
護
処
分
に
は
犯
罪
的
危
険
性
の
除
去
と
い
う
側
面
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
保
護
処
分
の
保
安
処
分
性
を
肯
定
す
る
も
の
と
し
て
、
菊
田
幸
一
『
少
年

法
概
説
〔
第
四
版
〕』

二
〇
〇
三
年
・
有
斐
閣
）
二
六
頁
、
団
藤
重
光
他
『
ポ
ケ
ッ
ト
註
釈
全
書
少
年
法
』

一
九
五
六
年
・
有
斐
閣
）
二
一
九
頁
（
内
藤

文
質
）。

48
）

山
中
・
前
掲
注

７
）一
〇
七
九
頁
。

49
）

山
口
幸
男
「
少
年
刑
事
政
策
と
司
法
福
祉
（
一
）」
日
本
福
祉
大
学
研
究
紀
要
一
四
号
（
一
九
六
八
年
）
八
一
頁
は
、

少
年
審
判
が
、
そ
の
根
底
に

於
て
刑
事
裁
判
で
あ
り
、
そ
の
保
護
処
分
が
、
本
質
的
に
は
保
安
処
分
で
あ
る
こ
と
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
が
独
特
の
も
の
で
あ
る
ゆ
え
ん
は
、
少
年

の
教
育
を
受
け
る
権
利
・
酷
使
さ
れ
な
い
権
利
を
は
じ
め
、
少
年
の
諸
権
利
を
守
り
真
の
健
全
育
成
を
求
め
る
国
民
大
衆
の
不
断
の
努
力
に
あ
り
、
そ
の

意
味
で
は
少
年
審
判
の
場
は
、
こ
の
二
つ
の
要
求
の
葛
藤
の
場
で
あ
る
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。

50
）

森
下
・
前
掲
注

９
）一
七
〇
頁
。

51
）

そ
の
他
、
保
護
処
分
を
保
安
処
分
な
い
し
保
安
処
分
的
な
も
の
と
す
る
見
解
と
し
て
、
阿
部
純
二
「
少
年
と
保
護
処
分
」
内
藤
謙
、
西
原
春
夫
編

『
刑
法
を
学
ぶ
』

一
九
七
三
年
・
有
斐
閣
）
三
七
〇
頁
、
大
塚
・
前
掲
注

４
）六
〇
四

六
〇
七
頁
、
柏
木
千
秋
『
新
少
年
法
概
説
』

一
九
四
九
年
・
立
花
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書
房
）
一
一
〇
頁
、
久
禮
田
・
前
掲
注

８
）三
六
七
頁
、
立
石
二
六
『
刑
法
総
論
〔
第
三
版
〕』

二
〇
〇
八
年
・
成
文
堂
）
四
〇
〇
頁
、
団
藤
・
前
掲
注

５
）六
一
〇

六
一
一
頁
、
中
山
・
前
掲
注

９
）五
九
〇

五
九
一
頁
、
西
原
・
前
掲
注

７
）『
刑
事
政
策
講
座
』
五
頁
、
福
田
・
前
掲
注

９
）三
六
五
頁
、

牧
野
英
一
『
日
本
刑
法
〔
第
四
版
〕』

一
九
一
八
年
・
有
斐
閣
）
三
五
五
頁
、
同
『
刑
法
総
論
下
巻
〔
全
訂
第
一
五
版
〕』

一
九
五
九
年
・
有
斐
閣
）
九
五

一
頁
、
松
宮
孝
明
『
刑
法
総
論
講
義
〔
第
四
版
〕』

二
〇
〇
九
年
・
成
文
堂
）
三
五
八
頁
、
団
藤
他
・
前
掲
注

47
）七
〇
頁
（
森
田
宗
一
）。
な
お
、
中

山
・
前
掲
注

９
）五
九
二
頁
注

三
）は
、
強
制
的
な
自
由
剥
奪
を
伴
う
限
り
、
保
安
処
分
性
は
否
定
で
き
な
い
と
す
る
。
平
場
安
治
『
少
年
法
〔
新
版
〕

法
律
学
全
集
44

Ⅱ
』

一
九
八
七
年
・
有
斐
閣
）
七
五

七
六
頁
は
、

保
護
処
分
は
、
非
行
性
す
な
わ
ち
将
来
犯
罪
を
犯
す
危
険
性
の
あ
る
少
年
に
対
し

て
、
こ
れ
を
除
去
す
る
処
分
だ
か
ら
、
保
安
処
分
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
形
式
的
に
入
れ
る
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
」
と
し
つ
つ
も
、

保
護
処
分
は
、
少

年
法
も
明
言
す
る
よ
う
に
、『
少
年
の
健
全
な
育
成
』
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
少
年
の
非
行
性
か
ら
少
年
自
身
を
守
る
た
め
に
な
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
少
年
法
の
目
的
か
ら
捉
え
る
と
、
少
年
を
要
保
護
性
の
あ
る
者
と
し
て
捉
え
、
少
年
の
福
祉
の
た
め
の
処
分
、
福
祉
処
分
と
し
て
位

置
づ
け
る
こ
と
に
な
る
」
と
し
て
、
最
終
的
に
、
保
護
処
分
は
、

教
育
の
一
種
で
あ
る
矯
正
教
育
処
分
だ
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
結
論
づ

け
る
。
ま
た
、
浅
田
和
茂
『
刑
法
総
論
〔
補
正
版
〕』

二
〇
〇
七
年
・
成
文
堂
）
五
二
七
頁
で
は
、
保
安
処
分
は
将
来
の
危
険
性
を
理
由
と
し
て
言
い
渡

さ
れ
る
刑
事
処
分
、
狭
義
の
保
安
処
分
は
触
法
行
為
を
前
提
と
す
る
対
人
的
な
刑
事
処
分
と
定
義
さ
れ
、

保
護
処
分
は
、
少
年
の
健
全
育
成
を
目
的
と

す
る
も
の
で
あ
り
、
危
険
性
を
理
由
と
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
む
し
ろ
、
狭
義
の
保
安
処
分
に
は
含
ま
れ
な
い
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
」
と

さ
れ
る
。
但
し
、
浅
田
・
前
掲
書
五
二
八
頁
は
、
狭
義
の
保
安
処
分
に
類
似
す
る
制
度
と
し
て
、
少
年
に
対
す
る
保
護
処
分
を
挙
げ
て
い
る
。

52
）

大
谷
・
前
掲
注

７
）五
六
〇
頁
。
川
端
・
前
掲
注

４
）七
二
〇
頁
も
同
旨
。
ま
た
、
藤
木
英
雄
『
刑
法
講
義
総
論
』

一
九
七
五
年
・
弘
文
堂
）
三
一

一
頁
も
、

少
年
法
の
保
護
処
分
を
保
安
処
分
の
一
種
と
み
る
見
解
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
保
安
処
分
と
い
う
観
念
を
そ
こ
ま
で
拡
大
し
て
考
え
る
の

は
適
当
で
あ
る
ま
い
」
と
し
て
、
保
護
処
分
の
保
安
処
分
性
を
否
定
す
る
。
な
お
、
佐
伯
仁
志
「
少
年
法
の
理
念
」
猪
瀬
愼
一
郎
、
森
田
明
、
佐
伯
仁
志

編
『
少
年
法
の
あ
ら
た
な
展
開
｜
理
論
・
手
続
・
処
遇
』

二
〇
〇
一
年
・
有
斐
閣
）
四
五

五
二
頁
は
、
保
護
処
分
を
刑
罰
と
同
様
に
責
任
に
基
づ
く
制
裁

と
位
置
づ
け
る
が
、
虞
犯
の
場
合
は
、
責
任
を
前
提
と
し
な
い
処
分
で
あ
る
点
で
、
異
質
な
処
分
（
一
種
の
保
安
処
分
）
と
解
す
る
（
同
論
文
五
三
頁
注

20
））。
そ
の
他
、
保
護
処
分
の
保
安
処
分
性
に
つ
い
て
は
、
坂
本
武
志
「
保
護
処
分
の
実
証
的
研
究
」
司
法
研
究
報
告
書
一
〇
輯
五
号
（
一
九
六
一
年
）

六

七
頁
、
及
び
、
圓
井
正
夫
「
少
年
保
護
事
件
と
少
年
刑
事
事
件
と
の
関
係
」
司
法
研
究
報
告
書
六
輯
七
号
（
一
九
五
四
年
）
二
六
一
頁
参
照
。

53
）

澤
登
俊
雄
「
刑
事
法
学
の
動
き
｜
山
口
幸
男
『
少
年
刑
事
政
策
と
司
法
福
祉
』
日
本
福
祉
大
学
研
究
紀
要
一
四
号
｜
一
五
号
」
法
律
時
報
五
〇
九
号

（
一
九
七
一
年
）
九
二
頁
。
も
っ
と
も
、
澤
登
・
前
掲
注

17
）一
五
五

一
五
六
頁
で
は
、

少
年
法
の
目
的
は
非
行
少
年
の
健
全
育
成
に
あ
る
と
さ
れ
る

が
、
健
全
育
成
と
い
っ
て
も
、
犯
罪
に
関
係
の
あ
る
少
年
の
健
全
育
成
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
基
底
は
、
少
年
に
犯
罪
を
犯
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
し
て
そ
の
手
段
と
し
て
、
一
般
に
刑
罰
は
適
当
で
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
保
護
処
分
も
刑
罰
と
同
様
、
犯
罪
防
止
の
手
段

で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
少
年
法
も
市
民
的
安
全
の
保
護
を
目
的
と
し
て
い
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
山
口
幸
男
「
保
護
処
分
と
保
安
処
分
｜
澤

（法政研究79-４- ）22 960
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登
俊
雄
教
授
の
論
評
に
よ
せ
て
」
法
律
時
報
五
一
四
号
（
一
九
七
一
年
）
一
二
八

一
二
九
頁
参
照
。

54
）

西
原
・
前
掲
注

７
）『
刑
事
政
策
講
座
』
一
一

一
二
頁
他
参
照
。

55
）

牧
野
・
前
掲
注

14
）九
四
〇

九
四
一
頁
。

56
）

小
川
・
前
掲
注

９
）四
五

四
六
頁
。

57
）

な
お
、
市
川
秀
雄
「
未
成
年
者
、
年
少
成
年
者
（
青
年
）
及
び
成
年
者
の
犯
罪
者
の
法
律
上
の
地
位
及
び
処
遇
に
お
け
る
相
違
を
正
当
化
す
る
程

度
」
法
学
新
報
六
九
巻
一
一
号
（
一
九
六
二
年
）
二

三
頁
参
照
。

58
）

こ
の
点
、
大
貝
葵
「
非
行
少
年
へ
の
多
様
か
つ
重
畳
的
な
保
護
の
構
築
の
必
要
性
（
二
・
完
）
｜
少
年
保
護
の
法
制
度
に
お
け
る
日
仏
の
二
元
構
造

比
較
に
よ
る
考
察
｜
」
市
大
法
学
雑
誌
五
八
巻
二
号
（
二
〇
一
一
年
）
三
三
〇

三
三
一
頁
は
、

少
年
法
に
よ
る
保
護
を
通
じ
て
目
指
さ
れ
る
成
長
発
達

は
、
少
年
の
全
人
格
的
な
成
長
発
達
と
い
う
範
囲
に
ま
で
拡
大
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、
少
年
法
に
よ
る
保
護
が
、
少
年
へ
強
制
さ

れ
る
側
面
を
も
つ
と
い
う
こ
と
か
ら
導
か
れ
る
。
…
…
少
年
法
に
よ
る
保
護
は
、
少
年
の
非
行
と
い
う
側
面
へ
の
働
き
か
け
に
限
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
と

考
え
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
、
非
行
に
対
す
る
働
き
か
け
に
限
定
し
て
用
い
ら
れ
る
少
年
法
上
の
保
護
と
、
一
般
的
な
福
祉
的
保
護

を
明
確
に
区
別
し
た
う
え
で
、
少
年
の
様
々
な
要
保
護
状
態
に
適
し
た
保
護
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
に
基
づ
い
て
提
供
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
」
と
す
る
。

59
）

森
下
・
前
掲
注

９
）一
七
九
頁
が
、

前
犯
罪
的
保
護
処
分
と
し
て
の
施
設
収
容
は
、
諸
国
の
少
年
法
制
に
お
い
て
少
な
か
ら
ず
見
受
け
ら
れ
る
。
こ

れ
は
、
少
年
に
対
す
る
保
護
処
分
が
行
為
者
の
危
険
性
で
は
な
く
て
要
保
護
性
を
根
拠
と
し
た
、
教
育
的
・
福
祉
的
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
に

よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
、
行
為
者
の
危
険
性
と
要
保
護
性
の
互
換
性
を
否
定
し
て
い
る
点
は
示
唆
的
で
あ
る
。

60
）

菊
田
・
前
掲
注

47
）二
三
頁
、
葛
野
尋
之
『
少
年
司
法
の
再
構
築
』

二
〇
〇
三
年
・
日
本
評
論
社
）
六
五

七
五
頁
、
同
「
改
正
少
年
法
の
検
証
と
被

害
者
問
題
」
龍
谷
大
学
矯
正
・
保
護
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
年
報
一
号
（
二
〇
〇
四
年
）
一
〇
頁
、
後
藤
弘
子
「
刑
事
未
成
年
に
対
す
る
法
的
対
応
」
刑
法

雑
誌
四
四
巻
三
号
（
二
〇
〇
五
年
）
四
四
九

四
五
二
頁
、
中
川
孝
博
「
少
年
審
判
に
お
け
る
『
事
実
認
定
の
適
正
化
』」
葛
野
尋
之
編
『
少
年
司
法
改
革

の
検
証
と
展
望
』

二
〇
〇
六
年
・
日
本
評
論
社
）
八
一

八
四
頁
、
正
木
祐
史
「
二
〇
条
二
項
送
致
の
要
件
と
手
続
」
龍
谷
大
学
矯
正
・
保
護
研
究
セ
ン

タ
ー
研
究
年
報
一
号
（
二
〇
〇
四
年
）
三
二
頁
、
丸
山
雅
夫
『
少
年
法
講
義
〔
第
二
版
〕』

二
〇
一
二
年
・
成
文
堂
）
六
一
頁
、
山
口
直
也
「
国
際
準
則

と
少
年
法
改
正
」
斉
藤
豊
治
、
守
屋
克
彦
編
『
少
年
法
の
課
題
と
展
望
〔
第
二
巻
〕』

二
〇
〇
六
年
・
成
文
堂
）
二
一
六

二
一
七
、
二
二
八
頁
、
同
「
関

係
的
権
利
と
し
て
の
子
ど
も
の
成
長
発
達
権
｜
国
連
子
ど
も
の
権
利
条
約
の
今
日
的
意
義
｜
」
水
谷
規
男
他
編
『
刑
事
法
に
お
け
る
人
権
の
諸
相
（
福
田

雅
章
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
）』

二
〇
一
〇
年
・
成
文
堂
）
一
五
三

一
八
〇
頁
、
同
「
少
年
刑
事
被
告
人
の
刑
事
裁
判
の
あ
り
方
に
関
す
る
一
考
察
」
立

命
館
法
学
三
三
一
号
（
二
〇
一
〇
年
）
一
七
五

一
七
八
頁
参
照
。

61
）

山
口
直
也
「
少
年
司
法
手
続
に
お
け
る
審
判
非
公
開
及
び
逆
送
の
再
検
討
｜
子
ど
も
の
成
長
発
達
権
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
」
龍
谷
大
学
矯
正
・
保
護
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研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
年
報
七
号
（
二
〇
一
〇
年
）
一
七
三

一
七
五
頁
。
な
お
、
成
長
発
達
権
の
根
拠
は
、
憲
法
一
三
条
前
段
、
及
び
、
子
ど
も
の
権
利

条
約
第
六
条
と
し
、
さ
ら
に
は
、
同
条
約
第
五
条
、
第
一
二
条
も
根
拠
と
な
る
と
す
る
（
山
口
・
前
掲
論
文
一
七
三

一
七
四
頁
）。
子
ど
も
の
権
利
に
関

す
る
条
約
第
五
条
「
締
約
国
は
、
児
童
が
こ
の
条
約
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
権
利
を
行
使
す
る
に
当
た
り
、
父
母
若
し
く
は
場
合
に
よ
り
地
方
の
慣
習
に

よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
大
家
族
若
し
く
は
共
同
体
の
構
成
員
、
法
定
保
護
者
又
は
児
童
に
つ
い
て
法
的
に
責
任
を
有
す
る
他
の
者
が
そ
の
児
童
の
発
達
し

つ
つ
あ
る
能
力
に
適
合
す
る
方
法
で
適
当
な
指
示
及
び
指
導
を
与
え
る
責
任
、
権
利
及
び
義
務
を
尊
重
す
る
。」、
第
六
条
「
１

締
約
国
は
、
す
べ
て
の

児
童
が
生
命
に
対
す
る
固
有
の
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
認
め
る
。
２

締
約
国
は
、
児
童
の
生
存
及
び
発
達
を
可
能
な
最
大
限
の
範
囲
に
お
い
て
確
保
す

る
。
」
、
第
一
二
条
「
１

締
約
国
は
、
自
己
の
意
見
を
形
成
す
る
能
力
の
あ
る
児
童
が
そ
の
児
童
に
影
響
を
及
ぼ
す
す
べ
て
の
事
項
に
つ
い
て
自
由
に

自
己
の
意
見
を
表
明
す
る
権
利
を
確
保
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
児
童
の
意
見
は
、
そ
の
児
童
の
年
齢
及
び
成
熟
度
に
従
っ
て
相
応
に
考
慮
さ
れ
る

も
の
と
す
る
。
２

こ
の
た
め
、
児
童
は
、
特
に
、
自
己
に
影
響
を
及
ぼ
す
あ
ら
ゆ
る
司
法
上
及
び
行
政
上
の
手
続
に
お
い
て
、
国
内
法
の
手
続
規
則
に

合
致
す
る
方
法
に
よ
り
直
接
に
又
は
代
理
人
若
し
く
は
適
当
な
団
体
を
通
じ
て
聴
取
さ
れ
る
機
会
を
与
え
ら
れ
る
。」

62
）

服
部
朗
「
成
長
発
達
権
の
生
成
」
愛
知
学
院
大
学
法
学
研
究
四
四
巻
一
・
二
号
（
二
〇
〇
二
年
）
一
九
六
頁
。

（
未
完
）
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